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評価結果要約表 
１．案件の概要 

国名：コスタリカ共和国 案件名：ブルンカ地方における人間の安全保障を重

視した地域住民参加の総合リハビリテーション強化

プロジェクト 

分野：障害者支援 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 高等教育・社会保

障グループ 社会保障課 
協力金額：3 億 1,800 万円 

 
 
協力期間 

2007 年 3 月 2 日 
～2012 年 3 月 1 日 

先方関係機関：国家リハビリテーション・特殊教育

審議会（CNREE） 
R/D 署名日：2007 年 2 月 23 日 日本側協力機関：厚生労働省、（財）日本障害者リハ

ビリテーション協会、きょうされん、横浜市総合リ

ハビリセンター 

 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

コスタリカ共和国（以下、「コスタリカ」と記す）においては、1973 年の国家リハビリテーシ

ョン・特殊教育審議会（Consejo Nacional de Rehabilitacion y Education Especial：CNREE）の設立

以降、CNREE が障害者支援分野における関係機関に対する助言・指導・監視・調整を行い、1996
年の障害者機会均等法の施行、2002 年の国勢調査による障害者人口の把握など、障害者支援分

野でのさまざまな取り組みが推進されてきた。一方、制度・政策と現実の間には大きなギャッ

プが存在し、障害者のための物理的アクセスや医療を含む社会サービスの不足や偏見など、障

害者の生活機能向上のためには数々のバリアーが存在しており、特に障害者を対象とした地域

レベルでのサービスが脆弱であると指摘されている。 
このような状況下、日本国政府はコスタリカからの要請に基づき、CNREE をカウンターパー

ト（C/P）機関とし、ブルンカ地方におけるリハビリテーション関連機関の連携強化、医療リハ

ビリテーションの強化及び、障害当事者の社会参加促進を目的とし 2007 年 3 月から 5 年間の技

術協力プロジェクト「ブルンカ地方における人間の安全保障を重視した地域住民参加の総合リ

ハビリテーション強化プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）を開始した。 
 
１－２協力内容 

（1）上位目標 
1. ブルンカ地域の障害者の〔国際生活機能分類（International Classification of Functioning：

ICF）による〕生活機能が向上する。 
2. ブルンカ地方における本プロジェクトの活動と成果が国内の他地域に普及する。 

（2）プロジェクト目標 
ブルンカ地域において総合リハビリテーションによる障害者の社会参加支援体制が強化

される。 
（3）成果 

1. 組織間及びセクター間の調整と情報共有機能が強化される。 
2. 医療リハビリテーションサービスが改善される。 
3. 障害者の就労に向けた選択肢が増加する。 
4. 地域に根ざしたリハビリテーション（Community Based Rehabilitation：CBR）戦略が促進

される。 
5. 障害者のエンパワーメントが促進される。 
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（4）投入（評価時点） 
1）日本側 

長期専門家派遣： 4 名（延べ人数） ローカル・コスト負担 ：US$643,618 
短期専門家派遣：22 名（延べ人数） 機材供与 ：US$86,294 
研修員受入 ：22名 第三国研修 ：30名 

2）相手国側 
カウンターパート（C/P）配置：10 名 
土地・施設提供：事務所執務室、研修施設 ローカル・コスト負担：US$417,395 

２．評価調査団の概要 

調査者 

   
担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 近藤 貴之 JICA 人間開発部 社会保障課 課長

障害害者就労支援 松井 亮輔 法政大学 名誉教授 
障害者エンパワーメント 奥平 真砂子 日本障害者リハビリテーション協会 
協力企画 桑原 知広 JICA 人間開発部 社会保障課 
評価分析 濱田 真由美 財団法人国際開発高等教育機構 
オブザーバー Karina Li コスタリカ共和国経済企画省国際協

力局アジア担当 
   

 

調査期間 2011 年 11 月 12 日〜11 月 25 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

5 つの成果のうち、成果 3 以外はほぼ達成されている。具体的には、成果 1 は組織間・セクタ

ー間の連携と調整が強化され、組織間・セクター間の情報共有が進んだことから、ほぼ達成さ

れたといえる。 
成果 2 も、分担の明確化と情報共有によるリファラルシステムの改善、新たに提供できるよ

うになった医療サービスの増加、自宅での自己リハビリや家族による管理が可能な患者の来院

を減らすためのマニュアル開発等により、達成されている。 
これに対し成果 3 は、研修や企業訪問等の活動は行われているものの企業の求人数増加には

至っていないことから、十分達成されたとはいえない。なお、障害当事者の起業による就労機

会増大の兆しはみえ始めている。 
成果 4 は、CBR 地域委員会の能力・機能向上、及び CBR 地域委員会の規模拡大等から、ほぼ

達成されていると認められる。 
成果5については、障害者のネットワーク活動に増加はみられないものの、障害当事者の能力

向上と顕著な意識変化、障害当事者による研修・講義の増加、エンパワーされた障害当事者に

よる活発な権利擁護活動の展開がみられることにより、ほぼ達成されていると判断された。 
プロジェクト目標は達成されたと判断できる。その理由は、本プロジェクトの成果が認めら

れたことによる①国家開発計画におけるインクルーシブ開発の概念導入、②障害政策への同概

念の反映、③連携ツールやリファラル・システムにおける医療リハビリテーションの組み込み

と基準の明確化等において、既に具体的な全国展開への動きが決定したことである。 
上位目標1についてはバリアフリー化や情報発信等が計画を上回る速さで進み、既に一部発現

の兆しがみえている。上位目標2に関しては、国家政策へのインクルーシブ開発の概念導入と、

他地域への普及に向けた具体的な政府決定がなされていることから、終了3年後までに一
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定の達成可能性が認められる。 
 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 
コスタリカ政府の開発政策、裨益者ニーズ、日本のODA政策との整合性が高く、課題解

決手段としても適切であることから、本プロジェクトの妥当性は高い。具体的には次のと

おり。 
コスタリカ政府は1996年に障害者機会均等法を施行し、障害者の権利を保障し、差別を

明確に禁止してきた。また、国家開発計画（2011～2014年）ではインクルーシブ開発が明

確に打ち出されているうえ、国家障害政策（2011～2021年）でも自立生活促進、連携ツー

ル活用による障害者発見とリファラル、NGOと政府機関との連携促進等が明示されている。

一方、ブルンカ地方はコスタリカ国内で最も貧しい地域の1つであることから、同じ障害

者のなかでも同地域の障害者は更に厳しい状況に置かれていたと考えられる。コミュニテ

ィ及び関係機関の障害者の権利に関する認識も不足しており、障害者は社会参加への困難

を抱えていたことから、裨益者ニーズとの整合性は高い。 
さらに、障害者支援の体制強化は日本のODA大綱の基本方針である「人間の安全保障」

と直結するうえ、日本の対コスタリカ援助重点分野、JICA国別事業実施計画の方向性とも

合致するなど、わが国ODA政策との整合性も高い。 
また、セクター横断的な対応が不可欠な障害分野において、組織・セクター間の連携と

情報共有をベースとする本プロジェクトのアプローチ、及び長年蓄積された日本のコスタ

リカでの障害者支援経験を生かせる本プロジェクトのデザインは適切であった。 
 
（2）有効性：やや高い 

プロジェクト目標が達成され、成果がこの達成に結びついたことから、本プロジェクト

の有効性はやや高いといえる。具体的には次のとおり。 
プロジェクトの各成果達成により実証されたインクルーシブ開発の概念が、コスタリカ

の国家開発計画、障害政策等に反映された。また、連携ツールや医療リファラルにおける

リハビリ基準の適用等、既に全国展開への動きがみられることから、プロジェクト目標は

達成されたと判断できる。 
また、各成果は成果 3 の労働機会増大を除きほぼ達成されており、これが CNREE に高く

評価されたことが、プロジェクト目標である国家政策への反映に結びついたと判断できる。

また、実施途中に行われた政権交代は、懸念されていた阻害要因とはなっておらず、むし

ろ障害者の就労にかかわる労働省については、より積極的な方向に向かう契機となった。

短期間にプロジェクトの成果がプロジェクト目標に結びついた理由として、CNREE の強

力なリーダーシップとたゆまぬ努力に基づく理事会レベルの関係省庁との連携強化が、本

プロジェクトの成果の国家政策への反映に大きく影響したと考えられる。 
 
（3）効率性：やや高い 

成果 3 を除きプロジェクトの成果がほぼ達成された。これに対し専門家派遣、C/P の配置、

機材供与、ローカルコスト等、プロジェクトの投入に大きな問題はみられない。以上から、

効率性はやや高いといえる。 
また、プロジェクトの前半で方向性の確定に関し時間を要したものの、関連する各種 JICA

スキームをプログラムとして十分活用したことが、軌道修正後の短期間での成果達成に貢

献したと評価できる。 
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（4）インパクト：正のインパクトの発現が近い将来期待される。 
対象地域内で協力終了から 3 年後に期待される上位目標 1 については、バリアフリー化

をはじめとする発現の兆しが既にみえ始めている。また、他地域への普及に関する上位目

標 2 については、前述のとおりインクルーシブ開発の考え方が国家政策に反映されたこと

により、近い将来一定程度の達成が期待できる。 
プロジェクトの実施により、近隣諸国からインクルーシブ開発に関する本プロジェクト

の経験に関心が高まっており、CNREE もその経験を周辺諸国に広めたいと考えている。こ

のため、CNREE が現在、JICA の第三国研修実施の要請書を提出しており、これが実現すれ

ば周辺諸国への波及効果が期待できる。JICA の三角協力に係る要望聴取によれば、中南米

11 カ国から参加希望が表明されており、実現可能性は高い。なお、負の影響はみられない。

 
（5）持続性：やや高い 

本プロジェクトの持続性はやや高い。その理由としては、インクルーシブ開発の国家政

策への反映、ブルンカ地方でのプロジェクト効果の継続可能性、及び他地域への普及可能

性のいずれも高いことが挙げられる。具体的には以下のとおり。 
まず、国家開発計画及び障害政策はいずれも2014年まで変更はない。このため少なくと

も同年までこれら政策の方向性は担保される。また、コスタリカは本プロジェクトの活動

をきっかけにアメリカ諸国ネットワークに加盟しており、対外的なコミットメントもある

ことから、インクルーシブ開発をめざす方向性は継続する可能性が高い。 
ブルンカ地方における効果の継続可能性については、本プロジェクトの対象地域として

CBR/インクルーシブ開発が進む 3 つのコミュニティすべてが政府の国家開発計画に基づき

策定された CNREE の活動計画（2011～2014 年）に含まれている。中央委員会及び地方委

員会はプロジェクト終了後も定期的会合を続け、2012 年第 1 四半期には、今後の持続性を

確保するための具体的な活動計画を策定することを決定した。さらに、プロジェクトによ

る障害当事者のエンパワーメントにより当事者が自らの権利を知り、ブルンカ地方内にと

どまらず、他地方においても自主的に研修や啓発を行っているほか、地域開発における意

思決定プロセスにも参画し始めている。他方、2012 年度以降の CNREE の予算・人員配置

に不確定要素が存在することから、ブルンカ地方におけるプロジェクト効果の継続可能性

はやや高いと考えられる。 
他地域への普及可能性については、本プロジェクトの効果拡大が国家政策に明示されて

おり、障害政策については、CNREE の理事会メンバーとなっている各関連省庁が署名を行

っていること、及び障害当事者のエンパワーメント促進により障害当事者のなかから研修

講師が育っていることから、他地域の普及可能性についても一定以上の効果発現が近い将

来期待できる。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
1）連携強化 

セクター横断的なイシューである障害者支援においては、関係省庁やNGO、当事者団

体等、幅広い関係者の協力・連携が不可欠である。プロジェクト開始前はこれらの組織・

セクター間での連携は全く欠如しており、障害者の社会参加は極めて困難な状況にあっ

た。これら異なる組織・セクター間での連携と情報共有を図ることから障害者支援を図

る本プロジェクトのアプローチはこの点で適切なものであったといえる。 
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2）医療リハビリサービスからインクルーシブ開発への重点のシフト 
本プロジェクトは実施段階で大きな方向修正を行っている。計画当初の医療リハビリ

テーションサービスに重点を置いたプロジェクト・デザインから、プロジェクト実施途

中で「インクルーシブ開発」というより広い概念に基本的方向性をシフトした。これは

CNREE側のイニシアティブにによるものであったが、障害者支援における世界的潮流に

沿った流れであった。プロジェクト及び両国政府の実施中の計画変更に関する判断は極

めて適切であり、このシフトが、妥当性、有効性、持続性の高さにつながったといえる。

3）障害当事者のエンパワーメントに係る成果の追加 
実施段階での医療リハビリサービスからインクルーシブ開発へのシフトに伴い、本プ

ロジェクトでは障害者のエンパワーメント促進に係る成果を追加し、プロジェクトのス

コープが拡大されている。この結果、当事者のエンパワーメントが促進され、組織間連

携、医療リハビリテーションサービス、当事者の起業による就労機会拡大、CBR 促進等、

他の成果の達成をも促進し、大きな効果を生み出した。よって、成果 5 の追加という計

画変更がプロジェクトの成功要因の 1 つになっている。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクトチーム内のコミュニケーション 
実施期間の中盤以降、プロジェクトの方向性は専門家と CNREE の間でよく共有された。

実施中の日本人専門家と C/P のコミュニケーションもほぼ適切であり、常にプロジェクト・

チーム内で話し合い、関係者間で情報共有を図るよう留意しつつプロジェクトが進められ

た。このように良好なコミュニケーションが、成果促進に寄与したと考えられる。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
計画内容自体に問題があったわけではないが、医療リハビリテーションサービスに重点

を置いた当初計画の、コスタリカ側関係者との共有度合は必ずしも明確でなかった。しか

し、中間レビュー調査等において対話を重ね適宜 PDM を改訂することにより、結果的には

目標達成に大きく影響をしなかった。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト開始当初、CNREE 内部での配置人数と部署が限定的で、組織内でプロジェ

クト内容と方向性が十分共有されていなかった。このため混乱が生じ、停滞期間があった。

しかし責任者の交代とともに体制強化と方向性の整理が行われたことから、その後問題は

解決している。 
 

３－５ 結論 

以上述べたとおり、本プロジェクトは妥当性は高く、有効性、効率性、持続性はやや高い。

また、正のインパクトの発現が近い将来期待される。 
具体的には、妥当性はコスタリカ政府の開発政策、裨益者ニーズ、日本のODA政策のいずれ

とも合致しており、手段としての適切性も高い。 
有効性では、各成果の達成によりプロジェクト目標が達成されている。また、短期間での国

家政策への反映に関する成果以外の促進要因として、CNREEの強力なリーダーシップと理事会

レベルの各関係省庁との連携強化が挙げられる。 

持続性については、プロジェクト目標である国家政策への反映、上位目標であるブルンカ地

方でのプロジェクト効果の継続可能性、及び他地域への普及のいずれも高い。 
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効率性については、プロジェクトの前半で方向性確定に関し時間を要したものの、成果3を除

きプロジェクトの成果がほぼ達成され、これに対するプロジェクトの投入に大きな問題がみら

れないため、やや高いと判断される。 
インパクトについては、バリアフリー化をはじめとする対象地域内での上位目標発現の兆し

が既にみられるほか、プロジェクト効果の他地域への普及が開始される見込みであり、今後

CNREE が第三国研修を実施することになれば周辺諸国への波及可能性も見込めることから、近

い将来正の効果発現が期待できる。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

成果 5 のエンパワーメントについては順調に進捗しているものの、更なる活動の維持・向上

が望まれる。本提言においては、成果 3「就労」について特記する。 
（1）公的セクターにおける雇用促進への取り組み強化 

・職員の一定割合（5％）の障害者雇用の努力義務を課せられている公的セクターが、率先

して障害者雇用に取り組むとともに、その取り組み経験を通して得たノウハウを、民間

セクターに提供することで、公共、民間の両セクターにて障害者雇用の促進を図ること。

・障害者の就職ニーズと民間企業の採用ニーズに適切に対応するため、既存の職業斡旋所

窓口における相談業務を強化すること。 
・各地域で定期的に開催される「就職フェア」に NGO など関係団体の協力を得て、障害者

の就職相談コーナーを設置すること。 
・障害者の就労機会を拡大する有力な 1 方策として、障害者の起業を積極的に支援するこ

と。そのためには、既にサンビートやテラバ等で実施されている市場調査支援や技術指

導だけでなく、建物、設備、機材などの確保のための財政的支援（低金利の融資提供な

ども含む）や製品の販路拡大支援なども考慮されること。 
・民間企業における障害者雇用の取り組みを支援するための人的・技術的資源を提供する

ための仕組み（ジョブコーチの育成を含む障害者就労支援のための公的機関の整備や、

民間団体の活動強化）を構築すること。 
 
（2）民間セクターにおける雇用促進への取り組み強化 

・障害者を一定割合（2～5％）以上雇用する企業に対して、法人税のかなりの部分が減額

される制度（7092 法）があることを積極的に広報すること。また、障害者を雇用する企

業について、その雇用に伴う社会保険料負担の軽減措置もあわせて検討すること。 
・民間セクターでの障害者雇用への取り組みを積極的に奨励するために、その雇用で実績

を上げている企業の表彰制度など、その努力を公的に認知する仕組みをつくること。 
 
（3）障害者雇用のための関係機関連携強化 

・国家職業訓練センター（Instituto Nacional de Aprendizaje：INA）で職業訓練を受けた障害

者の雇用を促進させるためには、INA と職業斡旋所の連携強化が不可欠である。 
・養護学校卒業生の就労への移行を促進するため、養護学校卒業前の職場実習や職業教育

の拡充、未就学の障害児を計画的になくすための方策、成人障害者の総合教育プログラ

ム（Centro de Atencion Integral para Personas Adultas con Discapacidad：CAIPAD）を利用す

る障害者の就労移行支援の強化など。 
 
３－７ 教訓（類似プロジェクトに関する助言） 

（1）プロジェクトデザインへの障害者エンパワーメント組み込み 
本プロジェクトは、総合リハビリテーションのモデル形成をブルンカ地方で実施するた
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めに2007年3月に開始された。当初の1年半は障害当事者よりもその周辺整備に焦点が当て

られていたため、障害当事者の参加が限定的でニーズが適切に把握されなかった。そのた

め、整備されつつあった環境が適切でなかったり、十分活用されなかったりする状況であ

った。しかし、「障害者のエンパワーメント」を成果に加えたことで、障害当事者にも焦点

が当てられることになり、プロジェクトに多大な好影響を与えた。 
インクルーシブ開発においては、行政機関等サービス提供側の強化だけでは大きな変化

を起こすには不十分であり、裨益者である障害当事者の積極的な参画があってこそ、相互

作用により大きな効果が得られる。これは、エンパワーメントされた障害当事者の声がさ

まざまな面に反映されることによって、周囲の人々の意識づけや周辺環境改善により具体

的な効果を与えるためである。 
今後、障害分野にかかわる技術協力プロジェクトのみならず他支援においても、「エンパ

ワーメント」の視点を盛り込むことが重要である。 
 

（2）実施プロセスの記録と客観的な指標の開発 
プロジェクトの目標や成果の的確なモニタリング・評価のためには、定量的な評価を行

うための客観的な指標の設定が求められる。同時に、因果関係や要因分析の裏づけとなる

実施プロセスにおける行動変容、意識変容等の記録と集積が重要である。 
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Summary of the Terminal Evaluation 
1. Outline of the Project 
Country：Republic of Costa Rica Project Title：Reinforcement of the Integral System of 

Rehabilitation with Community Participation in Brunca 
Region of Republic of Costa Rica, with focus on Human 
Security Project 

Issue/Sector：Social Welfare Cooperation Scheme：Technical Cooperation Project 
Division in charge ： Human Development 
Dept, Social Security Division 

Total cost：Approximately 318 million yen 

 
Period of 
cooperation 

2nd March 2007 – 1st March 2012 Partner country’s implementing organization：Consejo 
Nacional de Rehabilitacion y Education Especial
（CNREE）

R/D signage：23rd February 2007 Supporting organizations in Japan：Ministry of Health, 
Labour and Welfare（MHLW）, Japanese Society for 
Rehabilitation of Persons with Disabilities, KYOSAREN
（ Japan Associateion of community workshops for 
disabled persons）, Yokohama Rehabilitation Center.

1-1 Background and Outline of the Project 
CNREE has taken leading roles of advising, instructing, monitoring and coordinating stakeholder 

organizations to support for persons with disabilities（PWDs） in the Republic of Costa Rica. Since its 
establishment in the 1973, various efforts were made by CNREE including introduction of Equal 
Opportunities Act for PWDs（1996）, the population census of PWDs（2002） etc. However, there is still 
a huge gap between policy and actual practice in Costa Rica on “Functioning, Disability and Health of 
PWDs（ICF as criteria）. There are various barriers such as physical, luck of social & medical service 
organizations, people`s negative attitude particularly in the community level.  

To tackle these, the Japanese government started the technical cooperation project（from March 2007 
for 5 years）. CNREE as a Counterpart（C/P）, the project aimed to strengthen collaboration among 
rehabilitation organizations in the Brunca Region of Republic of Costa Rica, to improve medical 
rehabilitation services and to accelerate social participation of PWDs.  
1-2 Project Overview   
（1）  Overall Goal  

1. Improvement of Functioning, Disability and Health of PWDs（ICF as criteria） in the Brunca 
Region.  

2. Diffusion of the Project Outputs to other regions in Costa Rica.  
（2）  Project Purpose 

Integrated Rehabilitation Mechanism to support social participation of PWDs is strengthened.  
（3）  Outputs/Activities  

1. Coordination and information sharing mechanism among organizations or sectors are 
strengthened.  

2. Medical rehabilitation service is improved 
3. Employment opportunities for PWDs are increased  
4. Strategy of Community-based rehabilitation（CBR） is promoted  
5. Empowerment of PWDs is promoted  

（4）  Inputs（as of terminal evaluation）  
Japanese side   ：Dispatch of long term experts：4（gross total）/Local cost 643,618 USD 

                 Dispatch of short term experts：22（gross total）/Equipment provision：86,294 USD
Training in Japan：22/ Third country training：33  

Costa Rican side：Counterpart：10 
Project office, training facilities and other necessary running cost：417,395 USD

2. Evaluation Team  
Member 
of the 
evaluation 
team 

Leader：Takayuki KONDO, Chief, Social Security Division, JICA   
Employment assistance for PWDs：Ryosuke MATSUI, emeritus professor, Hosei university.
Empowerment of PWDs：Masako OKUHIRA, Japanese society for rehabilitation of PWDs
Cooperation planning：Kazuhiro KUWABARA, Social Security Division, JICA   
Evaluation analysis：Mayumi Hamada, Foundation for Advanced Studies on International 
Development 
Karina Li, Ministry of economy and planning, international cooperation bureau in Costa Rica 
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Period of 
evaluation 

12th November 2011-25th November, 2011
 

Type of evaluation：Terminal Evaluation

3. Evaluation Results 
3-1 Actual Performance  

Almost all Outputs except Output 3 are achieved. For output 1, functions of coordination and 
information sharing between organizations/sectors are strengthened and accelerated, so it’s evaluated as 
accomplished. Output 2 is also achieved as improvement of referral system through information sharing, 
increase of newly introduced medical services and development of manuals on self-rehabilitation/family 
rehabilitation methods at home to reduce hospital visitors etc. For Output 3, even though there are job 
related activities such as trainings or job seekers visiting companies, the number of new job openings for 
PWDs hasn’t increased. Therefore, it’s evaluated as not totally accomplished yet. It is however found 
that there are some PWDs who started own businesses. Output 4 is generally accomplished due to 
capacity development, functional improvement and scale expansion of CBR regional council. Output 5 is 
generally accomplished due to capacity development of PWDs, change of their attitude to themselves, 
more number of trainings/lectures conducted by PWDs and active advocacy activities by empowered 
PWDs despite there was no networking activities conducted by PWDs. 

It is evaluated that Project Purpose has achieved. As Outputs are achieved, some achievements are also 
observed; 1） Introduction of concept of inclusive development in Costa Rican National Development 
Policy. 2） Reflection of the concept in the Disability Policy 3） Confirmation of national level diffusion 
regarding referral system improvement by introduction of Cooperative tool, and clarification of criteria
（medical service based on disability level）.  

For Overall goal 1, accessibility and/or information transmission etc. has spread above original plan, 
and already realized partially. For Overall goal 2, as there is concrete plan made by Costa Rican 
government towards diffusion of Project Output, the possibility to achieve the goal by the time of 3 years 
after the project ends is observed.  
 
3-2 Evaluation based on the Five Criteria 
(1) Relevance：High 

The Project is highly relevant with the Development Policy of the Costa Rica, needs of beneficiary, 
official development assistance（ODA） and the method used for problem solution. Costa Rican 
government enforced the Equal Opportunities Act for PWDs in 1996 to ensure rights of persons with 
disabilities, and the government prohibited the discrimination against PWDs. National Development 
Plan（2011-2014） clearly states inclusive development. National Disability Policy（2011-2021） states 
acceleration of independent living, detection of PWDs by cooperation tool and referral system, 
collaboration between NGOs and government are clearly mentioned. 

On the other hand, as Brunca Region is one of the poorest regions in Costa Rica, it is considered that 
PWDs in the region is in tougher situation compared with PWDs in other regions. Awareness towards 
disability rights is lacked and PWDs were facing challenges to participate in social activities. Therefore, 
consistency with the beneficiary is high.  

Moreover, relevance with Japan’s ODA framework such as strengthening system of support for PWDs 
is directly related to human security approach in ODA framework, Japan’s key country support area for 
Costa Rica and JICA’s country assistance plan are relevant. In addition, project design which focused on 
collaboration and information sharing approach, utilizing experience of support for PWDs in Japan and 
Costa Rica were relevant as cross-sectorial approach is considered as essential in disability area.  
 
(2) Effectiveness ：Slightly high  

Effectiveness of the Project is evaluated as slightly high.  
The Concept of Inclusive Development clearly reflected in National Development Plan and Disability 

Policy in Costa Rica. In addition, national level diffusion regarding referral system improvement by 
introduction of Cooperative tool, and clarification of criteria have started. Therefore, it can be concluded 
that the project has achieved its plan.  

Except Output 3 on job opportunities, all other Outputs were achieved and evaluated highly by CNREE, 
which led to realize the reflection in the National Policy. There was a change in political administration 
in Costa Rica during Project term, but it worked as a good factor to facilitate Ministry of Labor to 
improve employment opportunities for PWDs.  

The project purpose was achieved in a shorter period due to several reasons; by the strong leadership by
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CNREE and by efforts made by board members to tighten collaboration of Ministries. 
 

(3) Efficacy：Slightly high  
Except Output 3, almost all Project Outputs were achieved. There was no big issue observed in relation 

to JICA experts, Counterparts, equipment, local cost and other inputs. Therefore, it is considered that 
efficacy is slightly high.  

It took some time to confirm the Project direction at the earlier stage of the Project, but the Project 
utilized various JICA schemes which contributed to achieve the Output on time.  
 
(4) Impact ：The positive impact near future is expected to appear.  

Regarding overall goal 1, expected to be achieved 3 years after the project ends, barrier free etc is 
already seen. Regarding Output 2, as the idea of Inclusive Development is already reflected in National 
policy, a certain level achievement is expected to appear in near future.  

Neighboring countries started to show interest in Inclusive Development too due to the Project, and 
CNREE would also like to share their know/how to other countries. CNREE has submitted request form 
of JICA third country trainings, and if its realized, multiplied effected by the Project is expected. 
According to needs analysis conducted by JICA, 11 counties in the Central/South America showed their 
interests in participating in. There is no negative impact observed so far.  
 
(5) Sustainability ：Slightly high 

Sustainability is observed as slightly high. In addition to reflection of Inclusive Community concept in 
National Policy, the Project Outputs in the Brunca region seems quite sustainable, and there is high 
potential of sharing it’s know/how from the Project to other regions. Details are below.  

There is no change in National Development Plan and Disability Policy by 2014. Therefore, this 
direction will be sustained at least by that time. In addition, Costa Rica joined CBR Latin America 
Network facilitated by the Project, therefore, it can be said that commitment showed to other countries. 
Therefore, it seems this direction, Inclusive Development will be sustained.  

Regarding sustainability of the Outputs of the Project, all project target communities are included in the 
CNREE Action Plan（2011-2014） designed based on National Development Plan. Central Committee 
and Local Commitee have decided to continue regular meetings even after the Project and develop a 
detailed action plan to ensure sustainability at the first quarter of 2012. In addition, empowered PWDs 
who have learnt about their rights by the Project conduct seminars or advocacy activities in outside of 
Brunca region or stated to participate in decision making process in the area development. Since there 
are uncertainty remain regarding the budget and distribution of personel in CNREE after FY 
2012,efficacy of the Project is evaluated as slightly high.  

Regarding diffusion of Project Outputs to other regions, its plan is included in the National Policy. For 
Disability Policy, Ministries（CNREE board members） have signed their names. In addition, some 
PWDs gained capacities to be resource persons. From these reasons, there is possibility of diffusion of 
the Outputs and Output in other regions will appear in near future.   
 
3-3 Factors contributed to Outputs  
（1）  Plan of the Project  

･ Strengthen Collaboration  
 Disability area is cross-sectorial in nature. Therefore, it is essential to cooperate/collaborate with 
various stakeholders such as Ministries, NGOs, DPOs etc. beyond organizations. Before the Project 
starts, there was no collaboration among them at all, and it was hard for PWDs to realize their social 
inclusion.  

The approach of the Project to collaborate/info sharing with different organizations/sectors were 
quite appropriate. 

･ Shift from Medical rehabilitation services to Inclusive Development 
This Project has changed its basic direction greatly in the earlier stage from medical service 
modeldesign originally planned to “Inclusive Development” concept. This is due to the initiative by 
CNREE, but this also matches the international trends on persons with disabilities. Decision to 
change plan by the Project was quite relevant, and this resulted in assuring Relevance, Efficacy and
Sustainability. 
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･ Additional Outputs of Empowerment of PWDs 
At the implementation stage, since the direction has moved from medical rehabilitation services to 
Inclusive Development, the Project added the Output 5 on empowerment of PWDs. Due to this, 
PWDs were empowered further, collaboration among organizations, improvement of medical 
rehabilitation services, business started by PWDs, facilitation of CBR etc., were realized. Adding 
Output 5 is one of the successful factors of the Project.  

 
（2）  Process of Implementation  
･ Communication of Project team  

Project directions were shared well between JICA experts and CNREE staffs. Communication with 
Japanese experts and Counterparts were adequate, project team members discussed well. Such good 
communication contributed to facilitate Outputs.  

 
3-4 Problems  
(1) Planning  
 There was no problem in the plan itself; however, the original plan which focused on medical 
rehabilitation services was not exactly shared to Costa Rican side stakeholders.  Nevertheless, with 
dialoge between Japan and Costa Rica side, and revision of PDM, this didn’t affect achievement of 
Project Puppose as a result. 
 
(2)  Implementation Process  

In the beginning of the Project, CNREE had limited number of staffs in departments, and the Project 
contents were not perfectly shared to relevant staffs. Therefore, there was confusion period of stagnation. 
However, the person in charge has changed which supported in strengthening the system and reorganized 
direction, the problem was solved.  

 
3-5 Conclusion  
 As mentioned above, the Project has high relevance,and effectiveness , efficacy sustainability are
slightlyhigh. It is expected to have a positive impact as well in the future.  

In terms of relevance, the Project matches with Development Policy of Costa Rica, needs of 
beneficiary, Japan’s ODA and the method taken was relevant. For effectiveness, project purpose was 
achieved as each Output was achieved. One of the main factors of reflection in National Policy in a short 
period is that the strong leadership by CNREE and good collaboration of related Ministries. For 
sustainability, reflection of National Plan; a project purpose and sustainability of Outputs in Brunca 
region; overall goal, and diffusion to other regions, are all evaluated as high. For efficacy, even though 
there was some time took to confirm the direction of the Project in the earlier stage, almost all project 
Outputs are achieved except Output 3. There was no problem in terms of Inputs, so it is considered that 
the efficacy is slightly high. In terms of Impact, barrier free started to be introduced in the project target 
area which is considered as a sign to achieve overall goal. Outputs is planned to be diffused. If CNREE 
conducts the third country trainings, then Outputs can be shared to other neighboring countries, so 
positive outcome is expected in near future.   

 
3-6 Recommendations  
 
In terms of Output 5 on Empowerment, it was progressing well, but further sustainability of activities
will be expected, especially on Output 3 on Employment.. 

 
(1) Strengthen employment of PWDs in Public sectors  
・ As Public sectors are supposed to achieve more than 5％ quota, it is recommended to actively hire 

PWDs to share its now/how to private sectors later on. In this way, both public and private sectors 
can realize employment of PWDs eventually.  

・ Strengthen consulting capacities of current employment agencies to respond to needs of PWDs 
themselves as well as private organizations.  

・ Locate job counseling booth at “job fairs” in collaboration with NGOs, which is held regularly in 
each region.  

・Support on initiating jobs by PWDs. Not only market research/technical support which are already
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conducted in some regions, but financial support（low interest rate loan etc.） to ensure buildings, 
equipment, and marketing should be introduced.   

・ System to provide human and technical resource to support public sectors（job-coach development 
etc. at public organizations, or activate related activities in private sectors）. 

 
(2) Strengthen employment opportunities in private sectors  
・ Act 8092 is a policy to reduce tax to the companies hiring 2-5％ of PWDs in their companies. 

Active PR about this policy is recommended. In addition, reduction of social insurance fee for 
companies hiring PWDs should be considered.  

・ To actively promote employment of PWDs in the private sectors, official system such as award 
outstanding companies hiring PWDs to public etc. should be constructed.  

 
(3) Collaboration of related organizations on employment of PWDs  
・ It is essential to develop collaboration between skill training institutes and job assistance companies.
・ For graduates of special schools, visiting work places before graduates or vocational education for 

smooth transition can be considered. Policy to to ensure all children with disabilities have access 
education, usage of CAIPAD to strengthen smooth transition to work places etc. can be considered, 
too.  

 
3-7 Lessons Learnt for other similar projects  
(1) Project design to include employment of PWDs  

This Project has started in March 2007, to develop an integrated rehabilitation model in the Brunca 
region. For 1 and a half years after the Project starts, the Project focused not PWDs themselves directly 
but their environment without involving PWDs much. As a result, environment newly prepared was not 
used or utilized well by users with PWDs. After empowerment component was included in the Outputs, 
PWDs themselves participated in the Project which worked positively. Regarding Inclusive Development 
area, strengthening service providers such as administrative organizations were not enough. Participation
of PWDs themselves and interaction with other stakeholders can create bigger effect. This is because 
actual voices of empowered PWDs can create more tangible effects to environments.  
 
(2) Documentation of implementation process and development of measurable indicators.  

For the monitoring and evaluation for Project purposes and Outputs, objective indicates are necessary. 
In addition change of attitude or actions is important data to prove causal connection/factor analysis, 
which should be documented and accumulated.  
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第１章 終了時評価調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

コスタリカ共和国（以下、「コスタリカ」と記す）においては、1973 年の国家リハビリテーシ

ョン・特殊教育審議会（Consejo Nacional de Rehabilitacion y Education Especial：CNREE）の設立

以降、CNREE が障害者支援分野における関係機関に対する助言・指導・監視・調整を行い、1996
年の障害者機会均等法の施行、2002 年の国勢調査による障害者人口の把握など、障害者支援分野

でのさまざまな取り組みが推進されてきた。一方、制度・政策と現実の間には大きなギャップが

存在し、障害者のための物理的アクセスや医療を含む社会サービスの不足、更には偏見など、障

害者の生活機能向上のためには数々のバリアーが存在しており、特に障害者を対象とした地域レ

ベルでのサービスが脆弱であると指摘されている。 
このような状況下、コスタリカ CNREE（通称コンセホ）をカウンターパート（Counterpart：

C/P）機関とし、ブルンカ地方におけるリハビリテーション関連機関の連携強化、医療リハビリ

テーションの強化及び、障害当事者の社会参加促進を目的とした技術協力プロジェクトが要請さ

れた。 
これを受け、JICA は 2007 年 3 月から 2012 年 3 月の 5 年間にわたり CNREE を C/P 機関とし、

コスタリカのブルンカ地方（パイロットサイト）において総合リハビリテーションによる障害者

の社会参加支援体制の強化を達成するために「ブルンカ地方における人間の安全保障を重視した

地域住民参加の総合リハビリテーション強化プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）を実施

している。これまで、①組織間及びセクター間の調整と情報共有機能強化、②医療リハビリテー

ションサービスの改善、③障害者の就労に向けた選択肢の増加、④地域に根ざしたリハビリテー

ション（Community Based Rehabilitation：CBR）戦略の促進、⑤障害者のエンパワーメント促進

という 5 つの成果を掲げ、幅広い活動を展開してきた。本プロジェクトは、通称「カロイエ（Kaloie）
1プロジェクト」として、関係者に広く認知されている。 

今般、2012 年 3 月の活動期間終了に向けて、これまでのプロジェクト活動の実績を整理・確認

するとともに、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から、プロ

ジェクト目標の達成度等を総合的に検証・評価し、評価結果を受け、今後に向けた提言及び教訓

を抽出することを目的に終了時評価調査が実施された。 
 
１－２ 調査団構成 

担当分野 氏 名 所 属 
団長 / 総括 近藤 貴之 JICA 人間開発部社会保障課 課長 
障害害者就労支援 松井 亮輔 法政大学 名誉教授 
障害者エンパワーメント 奥平 真砂子 日本障害者リハビリテーション協会 
協力企画 桑原 知広 JICA 人間開発部 社会保障課 
評価分析 濱田 真由美 財団法人国際開発高等教育機構 

オブザーバー Karina Li 
コスタリカ共和国 
経済企画省国際協力局アジア担当 

 

                                                        
1 Kaloieとは、コスタリカの先住民族ブリブリ族の言葉で、「私たちは皆、同じ大地の産物である」を意味する。 
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１－３ 調査日程 

現地調査は 2011 年 11 月 12 日から 11 月 25 日までの期間で実施された。 
調査日程の概要は、以下のとおりである。 

 日 付 曜 調査内容 
1 11 月 12 日 土 評価分析、協力企画団員コスタリカ到着 
2 11 月 13 日 日 専門家との面談 
3 11 月 14 日 

月 
JICA コスタリカ支所、国家リハビリテーション・特殊教育審議会

（CNREE）ミーティング ペレセレドンへ移動 
4 11 月 15 日 火 障害当事者へのインタビュー、ワークショップ 
5 11 月 16 日 水 障害当事者団体リーダーとの面談 
6 11 月 17 日 

木 
医療リハビリテーション関係者、プロジェクト地方委員会メンバー、就

労担当者との面談、サンホセへ移動 
7 11 月 18 日 金 国立リハビリテーションセンターでのミーティング、資料整理 
8 11 月 19 日 土 資料整理、団長及び障害者就労支援、障害者エンパワーメント団員到着 
9 11 月 20 日 日 日本人関係者とのミーティング、資料整理 

10 11 月 21 日 
月 

CNREE 表敬、調査の進捗報告、労働省表敬、JICA コスタリカ支所訪問、

ペレセレドンへ移動 
11 11 月 22 日 火 テラバ視察、自立生活グループと面談 
12 11 月 23 日 

水 
ペレセレドン病院訪問、CNREE ブルンカ支部にて評価結果報告、ミーテ

ィング 
13 11 月 24 日 木 CNREE ブルンカ支部にてミニッツに係る協議、サンホセへ移動 
14 11 月 25 日 金 在コスタリカ日本大使館報告、ミニッツ締結 

 
１－４ 調査の方法と項目 

１－４－１ 評価設問 
プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）第 3 版（ミニッツの付属資料 1）及び関係

資料や情報を基に、評価設問を検討し、評価グリッドを作成した。 
 

１－４－２ データ収集方法と分析 
評価グリッドに基づいて、現地日本側関係者及びコスタリカ側関係者に対して、質問票調査

やインタビュー調査、ワークショップの実施と収集資料のレビューを行った。また、これらの

情報を基に評価分析を行った。評価分析においては、以下に示す評価 5 項目の視点に沿った。

主要面談者については、ミニッツの付属資料 4 を参照。 
 

１－４－３ 評価項目（評価 5 項目） 
評価は、以下の 5 項目の視点から実施した。 

（1）妥当性 
プロジェクト目標及び上位目標がコスタリカ政府の開発政策、受益者のニーズ、わが国

の援助方針に合致しているか、当該セクターの課題解決に適切であったかどうかを判断す

る。 
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（2）有効性 
成果及びプロジェクト目標の現時点での達成状況、プロジェクト終了時での達成見込み、

更に成果の達成がプロジェクト目標の達成に貢献しているかを判断する。 
 

（3）効率性 
投入の時期、質、量等により、成果にどのような影響を与えたか、投入は成果の達成の

ために貢献しているか、投入に過不足はなかったかを判断する。 
 

（4）インパクト 
プロジェクト実施によってもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果を測るも

のであり、プロジェクト計画時に予期された、あるいは予期されなかったプラスまたはマ

イナスの波及効果及び上位目標の達成見込みを評価する。 
 

（5）持続性 
組織制度、財政及び技術面から、協力終了後も当該国によってプロジェクトの成果が継

続して維持する見込みがあるかを判断する。 
 
１－５ プロジェクト概要 

PDM（第 3 版）に示されたプロジェクト概要は、以下のとおりである。 
 
（1）スーパーゴール 

中米・ドミニカ共和国地域の障害者の〔国際生活機能分類（International Classification of 
Functioning：ICF）による〕生活機能を向上させる。 

 
（2）上位目標 

1. ブルンカ地域の障害者の（ICF による）生活機能が向上する。 
2. ブルンカ地方における当プロジェクトの活動と成果が国内の他地域に普及する。 

 
（3）プロジェクト目標 

ブルンカ地域において総合リハビリテーションによる障害者の社会参加支援体制が強化

される。 
 
（4）成果 

1．組織間及びセクター間の調整と情報共有機能が強化される。 
2．医療リハビリテーションサービスが改善される。 
3．障害者の就労に向けた選択肢が増加する。 
4．CBR 戦略が促進される。 
5．障害者のエンパワーメントが促進される。 
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第２章 プロジェクトの実績 
 
２－１ 投入実績 

２－１－１ 日本側の投入 
（1）専門家の派遣（専門家名、担当分野についてはミニッツの付属資料 6 を参照） 

1）長期専門家 
長期専門家は延べ 4 名（チーフアドバイザー/チームリハビリテーション 2 名、住民参

加/啓発促進 1 名、業務調整/障害者インクルージョン 1 名）が派遣されている。 
2）短期専門家 

終了時評価調査時点までに延べ 22 名の短期専門家が派遣されている。また、第三国

専門家（CBR 戦略）がコロンビアより延べ 2 回派遣された。 
 

（2）C/P 本邦研修及び第三国研修（詳細データはミニッツの付属資料 7 を参照） 
これまで 22 名のコスタリカ側プロジェクト関係者を本邦研修に派遣し、第三国研修に

は 30 名を派遣している。 
 

（3）供与機材（詳細データはミニッツの付属資料 10 を参照） 
リハビリテーション機材、バリアフリートイレ等の機材が供与された。年度（日本の年

度）別及び合計金額は、次のとおりである。 
（単位：US$） 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 計 
年 間 
概算額 

47,696.60 38,597.25 0 0 0 0 86,294

注：年度は、日本会計年度、4月1日～翌年3月31日。 

 
（4）現地業務費の負担（詳細データはミニッツの付属資料 11 を参照） 

日本側が負担した現地業務費は、次のとおりである。 
（単位：US$） 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 計 
年 間 
概算額 

0 89,129 146,305 192,507 142,366 73,312 643,618

 
２－１－２ コスタリカ側の投入 
（1）C/P 等の配置 

CNREE から 10 名の C/P が配置され、更に中央・地方レベルを含む 7 つの関係省庁等及

び障害当事者団体、NGO 等協働機関より 26 名が定期的・継続的にプロジェクト活動を支

援した。成果ごとのワーキングチームを含む氏名、所属先はミニッツの付属資料 5 のとお

り。 
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（2）施設及び資機材の提供 
CNREE ブルンカ支部のブルンカ事務所が提供され、プロジェクト事務所執務室及び研

修施設として機能した。 
 

（3）ローカルコスト 
各種研修経費、国内外の旅費、事務所リフォーム費用等、合計 US$ 417,395 が支出され

ている。 
（2011 年 11 月 24 日交換レート US$ 1＝507.75 コロン） 

 
２－２ 実施プロセス 

２－２－１ 活動の実施状況 
予定された活動はほぼ実施された。中央委員会、地方委員会等はほぼ月 1 回実施され、各成

果達成のため、コスタリカ国内では 5,050 名の多様な関係者に対し 66 件に上る各分野の研修、

ワークショップが行われた。また、これら研修に加え、成果 2 の医療リハビリテーションサー

ビス向上に向けたマニュアルが 6 種作成されている。なお、成果 3 の就労機会増大関連では、

短期専門家によるジョブ・コーチ研修の第 2 フェーズは実施に至らなかった。国内研修実績に

ついてはミニッツの付属資料 8 を参照願いたい。 
 

２－２－２ マネジメント体制 
（1）実施体制 

プロジェクト開始当初は C/P 機関内の配置人員は少人数であったものの、2008 年の事務

局長交替後に増員され、C/P 機関内の複数部署にまたがる横断的な人員配置となった。ま

た、専任プロジェクト・マネジャーが配置され、実施体制が強化された。 
また、プロジェクトの中枢として中央執行委員会と技術委員会を設置した。また、障害

分野では多様な関係機関の関与が重要であることから、中央委員会、地方委員会、ローカ

ル委員会と国家・地方・コミュニティの各レベルで関係省庁、NGO、障害当事者団体等の

委員会を設置し、更に成果ごとにワーキング・グループを置いて縦・横の情報共有と連携

確保が図られた。プロジェクト開始時に各省庁のコミットメントレターを受けて中央・地

方委員会を組織化したことが、これら組織が機能する促進要因となった。他方、意思決定

に時間を要するなど、縦の階層構造が実施プロセスの遅延を招いた面もあるとの指摘2もあ

る。 
 

（2）プロジェクトチーム内のコミュニケーション 
プロジェクトの計画内容は専門家と C/P 機関である CNREE でよく理解され、共有され

ている。実施中の日本人専門家と C/P のコミュニケーションもほぼ適切であり、常にプロ

ジェクト・チーム内で話し合い、関係者間で情報共有を図るよう留意しつつプロジェクト

が進められた。 
  

                                                        
2 関係者へのインタビュー、質問票調査による。 
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（3）C/P 側の予算管理 
C/P 機関である CNREE の予算と、そのうち本プロジェクトの予算の区分がなされてお

らず、本終了時評価チームの情報提供依頼により初めて作業が行われた。予算執行管理に

ついては課題がみられる。 
 

２－２－３ ターゲットグループ 
対象地域でプロジェクトに参加した障害当事者の、プロジェクトに関する知識・認識の度合

は高い。これはプロジェクトが成果 4 の CBR 及び成果 5 のエンパワーメントを中心に、直接

的に障害当事者に働きかける内容であること、CBR/地域開発やエンパワーメントを図る過程で

プロジェクトが行った各種研修やワークショップが当事者の認識を大きく変えたこと、ターゲ

ット・グループである障害当事者と多くの官民を含む多くの関係機関の連携促進にあたりプロ

ジェクトがハブとして機能している様子を間近にする機会が多かったためと考えられる。他方、

ブルンカ地方内においてもプロジェクトが直接活動を行っていない地域でのプロジェクトに

関する認識度の情報は得られなかった。 
 
２－３ 成果の達成状況 

プロジェクトがめざしていた 5 つの成果について、終了時評価時点で成果 3 を除きほぼ達成さ

れている。なお、本評価調査にあたっては PDM 第 3 版（ミニッツの付属資料 1）に基づき評価設

問を策定したが、同指標の一部に活動実績が混在していたため、評価調査準備段階で指標の考え

方を整理したうえで評価グリッド（ミニッツの付属資料 2）を作成し、現地調査を行った。指標

の確認と整理、及び各成果の達成状況は以下のとおりである。 
 

２－３－１ 指標の確認と整理 
（1）成果 1 

成果 1 の指標として、中央委員会及び地方委員会の設立と会合実施（1-1）、地方委員会

メンバーと障害当事者・プロジェクト関係機関との会合開催（1-2）が含まれているが、こ

れらは成果 1 を達成するための活動自体にあたる。このため本調査では「連携ツールを使

用するコミュニティ及び組織数の増加」（1-3）を情報共有に係る指標として活用しつつ、

定性的な情報収集に基づき「組織間・セクター間の連携・調整と情報共有がどれだけ達成

されたか」を測ることとした。 
また、本プロジェクトでは 5 つの成果すべてにおいて組織間・セクター間の連携と調整

が求められている。これに対し、成果 1 は各成果達成における連携の基礎となるプロジェ

クトの基本的実施体制確立の組織化（中央委員会、地方委員会、地域委員会等）が機能し、

関連する組織間で障害者に関する情報共有が進むための基盤整備をねらった成果である

との認識に基づき評価を行った。 
 

（2）成果 2 
PDM 第 3 版では 4 つの指標が設定されているが、そのうち指標 2-1 から 2-3 までは研修

実施件数や参加者数等、活動実績そのものといえる。一般に、医療サービスの質は、病院

等設備、医療従事者の技術、患者のリファラルを含む管理運営の 3 つに整理される。本プ
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ロジェクトに関し、複数の関係者とのインタビューから、成果 2 として意図されていた具

体的な「医療リハビリテーションサービスの改善」はリファラルシステムの改善に重点を

置いていたと理解できる。したがって、本調査では、指標 2-4「ブルンカ地方で医療リハ

ビリテーションサービスに関するマニュアルが少なくとも 1 つ作成・配布される」を活用

しつつ、ブルンカ地方における医療リファラルサービスの改善によって、どの程度障害当

事者が必要なタイミングで必要なリハビリテーション等の医療サービスを受けられるよ

うになったかを評価することとした。 
 

（3）成果 3 
PDM 第 3 版において、成果 3 の指標は研修（3-1）、企業訪問等障害者就労のための活動

と参加者数、障害者や NGO 対象の起業・就労に関する活動と参加者数（3-2）が示されて

いるが、これらはいずれも成果 3 を達成するための活動自体と理解できる。このため本終

了時評価調査では、企業における障害者を対象に含む求人数及び障害当事者の起業による

就労機会の増加につき、質問票調査及び関係者へのインタビュー調査により評価した。 
 

（4）成果 4 
成果 4 の指標についても、PDM 第 3 版では CBR 地域委員会の活動数（4-1）、CBR 関連

セミナー等の開催回数と参加者数等（4-2）、活動自体が示されている。このため本調査で

は、これらの活動によって CBR 戦略がどの程度仕組みとして機能しているかについて質

問票調査及びインタビュー調査を通じて情報収集を行い、評価することとした。 
 

（5）成果 5 
PDM 第 3 版における成果 5 の指標として 5 つの指標が示されているが、このうちエンパ

ワーメントや障害者の権利要求に関する研修の実施件数と参加者数（5-1）、エンパワーメ

ント促進のためのセミナー等参加者数（5-2）、の 2 つについては活動自体にあたる。この

ためプロジェクトが実施した研修を受講した障害当事者が実施（講義）する研修の増加

（5-3）、障害者のネットワーク活動に参加している NGO、グループの増加（5-4）、エンパ

ワーされた障害当事者による社会的活動及び権利擁護のための活動の増加による変化（5-5）
について、評価を行うこととした。 

 
２－３－２ 成果の達成状況 
（1）成果 1：組織間及びセクター間の調整と情報共有機能が強化される。 
【達成状況】成果１については、以下のとおりほぼ達成されている。 
【判断理由】 

1）組織間・セクター間の連携と調整 
プロジェクト開始前に問題として指摘されていた各省庁や関係機関の連携のなさに

関し、5 年前と比べどの程度これらが改善されたかにつき調査した。地方委員会メンバ

ーへのグループインタビューでは全員が 4 段階で最高の「大幅に改善された」と回答し

ているほか、関係者（医療リハビリテーション関係者、障害当事者、NGO 及び障害当事

者団体、C/P、日本人専門家）への質問票調査及びインタビュー調査でも、ほとんどの
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関係者が 4 段階で最高の「大幅に改善された」または「改善された」と回答している。 
例えば、社会保険公庫（Caja Costarricense del Seguro Social：CCSS、病院のソーシャル

ワーカーと保健所）と教育省との連携強化について、ソーシャルワーカー及びリハビリ

テーション医師が国立リハビリテーションセンターと調整して必要なサービスを行う

ようになった。理学療法士が診察した小児には障害があるが、特殊な教育を受ける必要

があると考えた場合はソーシャルワーカーは教育省に情報提供する。逆に、教育の現場

でリハビリが必要な小児がいた場合、教育省は CCSS に必要なリハビリについて照会し

ている。 
2）組織間・セクター間の情報共有 

組織間・セクター間の情報共有についても、上記 1）同様に改善がみられる。プロジ

ェクトが開発した連携ツールはブルンカ地方のすべての関係組織で利用されるには至

っておらず、省庁によって活用度及びその意義に関する認識には差がみられる。他方、

中央レベルでは CNREE、労災保険省、CCSS、地域レベルではコトブルス郡の保健分野

全体と NGO、自立生活運動を行っている障害当事者等では連携ツールはプロジェクト以

前は活用されていなかったが、プロジェクト活動の結果実際に適用され、障害者の状況

把握と組織間・セクター間での情報共有に役立っている（指標 1-3 の達成）。 
 

（2）成果 2：医療リハビリテーションサービスが改善される。 
【達成状況】成果 2 は、以下のとおり達成されている。 
【判断理由】 

1）リファラルシステムの改善（分担の明確化と情報共有による的確なリファラル） 
コスタリカでは医療サービスのリファラルシステムにリハビリテーションなど障害

者への対応が含まれていなかったことから、プロジェクト開始前にはリハビリテーショ

ン医師が配置されない郡レベル以下の医療施設で障害者がリハビリテーションサービ

スを受けようとしても診断を行うことができず、障害の程度にかかわらずすべてペレセ

レドンにある地方レベルの病院に送らざるを得なかった。このため地方病院のキャパシ

ティを超え、本来最もサービスを必要とするレベルの障害を抱える障害当事者が、タイ

ムリーに医療サービスを受けることができない状況にあった。また、保健所、郡レベル

医療機関、地方病院間で障害者の状態に関する情報共有が行われていなかったため、障

害者の状態の把握を各医療機関ごとに始めから行う必要があり、当事者・医療機関とも

に効率の低い状態にあった。 
プロジェクトでは各レベルの医療リハビリテーション関係者に対する研修等を通じ

てこれらの状況に関する医療関係者の認識の改善を図るとともに、第 1 次レベル、第 2
次レベルの医療機関における保健活動をそれぞれプロモーション、予防、治療、リハビ

リテーションの 4 つの機能に分類し、更に各定義、目的、介入、対象者、各機関の役割

分担等を明確化した。また、プロジェクトで開発した連携ツール（各障害当事者の障害

の状況を具体的に把握し、関係者で共有できる共通フォーマット）を対象地域の地方病

院から保健所レベルまで活用することにより患者の情報を共有し、診断・治療時間の効
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率向上につながった3。研修等を通じて関係する医療従事者の十分な理解を図り、この考

え方に沿ってリファラルシステムが機能するようになった。医療リハビリテーションサ

ービス従事者に対するインタビュー調査によれば、これにより対象地域における医療リ

ハビリテーションサービスはプロジェクト開始前に比べ大幅に改善され、必要な障害当

事者に必要な医療サービスをよりタイムリーに提供できるようになった4。また、プロジ

ェクトの対象地域を除き、コスタリカでこのように医療リハビリテーションサービスが

リファラルシステムに組み込まれて機能している地域は存在しない5。 
2）新たに提供できるようになった医療サービス 

プロジェクト活動の結果、これまで対象地域に存在しなかった新たな医療リハビリテ

ーションサービスが提供されるようになった。例として、①6 歳以下の脳性麻痺児を対

象とした発達障害セラピーの週 1 回の実施、②12 歳以下の脳性麻痺児に対し、リハビリ

テーション医師の紹介によりソーシャルワークを提供する就学プログラム（週 1 回）、

③慢性疾患を有する高齢者グループへのリハビリテーションチームによる指導（週 1 回）、

④オサ域内の施設間連携によるリハビリテーション訪問、⑤脊椎に異常を認め腰痛のあ

る人を対象とする腰痛クリニック等が挙げられる。 
3）マニュアルの開発 

プロジェクトにより 6 種（2010 年 10 月に予防的アプローチのマニュアル 4 種、2011
年 10 月に治療的アプローチのマニュアル 2 種）が開発され、うち 5 種が配布された（1
種は終了時評価調査時点で校正・印刷段階。2012 年 1 月に発行予定）。本マニュアル作

成も、自宅での自己リハビリや家族による管理が可能な患者の来院を減らすことにより

医療リハビリテーション・ターゲットの選択と集中を図り、リハビリの必要な患者にタ

イムリーにサービスを提供できる体制づくりを目的とするものである。患者、家族、一

般医、プライマリーヘルスプロモーターがユーザーであり、その内容は CCSS で高く評

価された。 
 

（3）成果 3：障害者の就労に向けた選択肢が増加する。 
【達成状況】成果 3 は、十分達成されたとはいえない。 
【判断理由】 

1）企業の求人数増加 
求人数の増加に関する具体的成果は現時点ではみられない。プロジェクトでは労働省

関係者、企業や事業所に対する障害者の雇用促進に係る研修を行うとともにジョブコー

チの育成を行い（6 名育成済み）、企業訪問を実施するなど、就労機会の拡大に努めてお

り、労働省もこれまで US$139,880 を投入する等活動実施はなされているものの、求人

数増加という具体的成果の達成には至っていない。 

                                                        
3 医療リハビリテーションサービス関係者へのインタビュー結果による。本調査では調査期間が限られており、医療リハビリ

テーションを受けている障害当事者に対するインタビュー調査は実施できていない（成果 4 及び 5 に関連する障害当事者は、

比較的自由に活動できる状態の障害当事者であり、成果 2 の主な裨益者とは一致しない）。 
4 ただし、医療機関では治療の延べ回数の記録はあるものの、患者数の統計をとっていないことから、患者の増減をモニタリ

ングするメカニズムが現存せず、この点に関するプロジェクトの効果を定量的に測定することは困難である。 
5 国立リハビリテーション病院でのインタビュー結果による。 
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なお、現時点で実際に機能するに至っていはいないものの、郡役所 2 カ所において障

害当事者を含む就労支援ポスト開設の協定が締結されている。 
2）障害当事者の起業による就労機会増大 

障害当事者や NGO を対象とした起業に関するプロジェクトの各種研修を通じ、テラ

バで障害者関連 NGO により現金収入増加に結びつくタマル6の生産活動が月 2 回行われ、

注文に応じて追加的に生産を行っている。この活動には 12 名が参加しており、うち 5
名の障害当事者を含む。現在計画中のコミュニティセンターの建設が 2012 年 1 月より

開始される予定であり、このセンター内にタマル生産工房が設置される見通しである。 
また、コトブルス郡サンビートでは障害者を対象とした 1 万 1,700m2 の敷地に複合施

設の着工が 2012 年 6 月ごろをめどに予定されている。本プロジェクトでエンパワーさ

れた障害当事者リーダーが中心となり、この施設内で障害者の雇用機会増大を目的とし

た福祉装具工場等（福祉装具製造、車椅子修理、リサイクル、障害者用教材作成等）設

立の計画が進められている。これが実現すれば新たな就労機会増大につながる見込である。 
上記 2 件の起業については、労働省がフィージビリティ・スタディを実施し、将来的

に採算ベースに乗った事業展開が可能との報告がなされている。 
以上のとおり、障害者の就労に向けた選択肢増加の具体的事例が観察されているもの

の、障害者就労機会増加の客観的データが確認されていないことから、達成度は終了時

評価時点で低いと判断される。障害者就労機会増加のため活動は、6 カ月以内に面的に

増加するとは推測しがたいことから、プロジェクト期間内の達成の見込みは低いと判断

される。 
 

（4）成果 4：CBR 戦略が促進される。 
【達成状況】成果 4 は、以下のとおりほぼ達成されている。 
【判断理由】 

1）CBR 地域委員会の能力・機能向上 
対象地域の CBR 地域委員会は、各コミュニティにおける問題把握、計画策定、実施、

モニタリングを行っており、CNREE としてはほぼ十分な能力を修得したとみている。

CBR 地域委員会の計画を審査・支援する地域委員会も、グループインタビューの対象と

なった 12 名全員が、「問題把握・計画・実施・モニタリングのサイクルを通じた運営管

理をほぼ主体的にできている」（4 段階で上から 2 段階目）と回答した。また、3 つの

CBR 地域委員会の理事会主要メンバーに対するインタビュー及び電話インタビューで

は、3 名中 2 名が開始当初に比べ主体的に運営可能になっていると自己評価した。 
また、各地域委員会では、計画実施の際に水道局、労働省、職業訓練センター等、計

画内容に応じ、都度多様な関係機関と調整を行いつつ、コミュニティ開発を進める能力

を修得している。 
このように CNREE による評価及び CBR 地域委員会の計画を審査・支援する地域委員

会の自己評価、各地域委員会における関係機関との連携推進の事実から、CBR 地域委員

会の能力・機能は向上が認められる。 

                                                        
6 コスタリカ料理で、日本の「ちまき」のようなもの。 
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2）CBR 地域委員会の規模の変化等 
各 CBR 地域委員会の規模は、設立時からほぼ同様のもの（テラバ）もある一方、人

数が 22 名から約 60 名と約 3 倍に増加したもの（プエルトヒメネス）、当初参加してい

なかった省庁や民間企業、住民団体等の参加組織が大幅に拡大したもの（サンビート）

がみられる。なお、インタビュー及び電話での聞き取り調査を実施した 3 つの地域委員

会のうち、2 つが当初の月 1 回の委員会開催から月 2 回開催に変更され、より活発化し

ている様子がうかがえる（残り 1 カ所は当初どおり月 1 回）。以上から、本成果はプロ

ジェクト終了時までに達成することが見込まれる。 
 

（5）成果 5：障害者のエンパワーメントが促進される。 
【達成状況】成果 5 は、以下のとおりほぼ達成されている。 
【判断理由】 

1）障害当事者の能力向上・意識変化 
本評価調査において実施した障害当事者対象のワークショップでは、参加者 11 名全

員が、プロジェクトの活動によるエンパワーメントの促進について、「非常に進んだ」（4
段階中最高段階）と回答している。エンパワーメントにおける具体的な変化について最

も多かった回答は、当事者の能力と自信の向上、権利主張と視覚化、自立と自己決定等

であった。プロジェクト前と比べ知識を得、自らの権利を知り、社会を変えていけると

信ずる自信と信念はプロジェクト開始前にはなかったもので、今後の社会促進の可能性

を測るうえでも大きな意味をもつ変化といえる。 
2）障害当事者による研修（講義）の増加 

プロジェクトで養成された当事者ファシリテーター26 名が、研修後更に自ら障害平等

研修及び自立生活研修を実施した。同研修には 1,388 名が参加している。 
3）障害者のネットワーク活動の増加 

中間評価時点までに地域内の 9 つの NGO 及びグループがネットワークに参加してい

たが、現時点でネットワーク構築に進展はなく、停滞がみられる。プロジェクトが進捗

し、各委員会が機能するなかで、ネットワーク構築の目的や意義が不明確になり、十分

共有されていない。 
4）エンパワーされた障害当事者による活動 

ペレセレドン、サンビート、テラバ、プエルトヒメネス等、対象地域の各地でめざま

しい権利擁護活動がみられる。具体例として、地方自治体での研修や障害分野改善提案、

公共交通機関や街中のバリアフリー化、ラジオ放送パーソナリティとしての地元ラジオ

局定期出演・発信（週 1 回）、国会での自立生活フォーラム企画、基調講演等があり、

多数の活動が活発に行われている。詳細はミニッツの付属資料 12 のとおり。 
以上 4 点の理由から、成果 5 はほぼ達成されたと判断される。他方、3）のネットワ

ーク活動はプロジェクト終了までに増加することが見込まれないことから、本成果はプ

ロジェクト終了までに完全に達成されることは困難と判断される。 
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２－４ プロジェクト目標の達成状況 

２－４－１ 指標の確認と整理 
PDM 第 3 版において、プロジェクト目標については 5 つの指標が示されている。このうち指

標ブルンカ地方においてセクター間で調整される障害者のための活動（1）は、成果 1 のセク

ター間の調整・情報共有に係る内容であると理解できる。また、研修受講者による知識の活用

（2）は、研修実施という活動の結果、各成果を達成するために必要なプロセスと解釈するこ

とが自然である。さらに、CNREE の予算額・割合の増加（4）は、協力終了時までにプロジェ

クトがめざしていた目標の具体的尺度というより、持続性の判断における一要素として、障害

関係セクターを対象とした研修モジュール作成とコスタリカのプログラムとしての実施（5）
は、終了後の更なる研修開発と実施の持続性を問う評価設問としてとらえることが自然と考え

られる。 
以上の分析に基づき、本プロジェクトが協力期間終了時までにめざしていたプロジェクト目

標の具体的な内容は、指標（3）に示されているように、成果 1～5 の達成を通じて障害分野の

改善のためのモデルを構築し、これがコスタリカの国家政策として全国展開に向け採用される

ことであると解釈することが適切である。同時にこのモデルは、障害者のインクルージョンを

目的としたインクルーシブ開発に係るモデルの構築であったと考えられる。本評価調査ではこ

の理解にのっとり、プロジェクトの成果がいかにコスタリカの国家政策に採用されたかを評価

することとした。 
 

２－４－２ プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標：ブルンカ地域において総合リハビリテーションによる障害者の社会参加

支援体制が強化される。 
 

【達成状況】 
プロジェクト目標は、以下のとおり達成されている。 

【判断理由】 
（1）国家開発計画におけるインクルーシブ開発の概念導入 

本プロジェクトが達成した各成果がコスタリカ政府に高く評価され、CNREE の働きか

けで国家開発計画（2011～2014 年）でインクルーシブ開発という概念が明確に打ち出され

た。CNREE の努力により、2011～2014 年度国家開発計画に「戦略的アクション：連帯・

安全・健全コミュニティ開発プログラム」が設定された。そこには、「コミュニティ開発」

「コミュニティ施設の建設及び強化」「インクルーシブな発展」の分野におけるさまざま

な要求に応えるため、郡・優先コミュニティにおいて組織間で実施されるプロジェクト開

発が含まれている（PND 2011-2014：p. 149）。 
「社会福祉及び家族セクター計画」による、このアクションのためのセクター内区分の

目標枠組みでは、2014 年までに CNREE が“Llanos de Santa Lucía”及び“Upala”という新

しい 2 つのコミュニティにおいてプロジェクト・カロイエの経験を再現することが計画さ

れている。 
CNREE の活動計画（2011～2014 年）では、成果 4 関連活動としてインクルーシブ開発

（PDM 上では CBR）が行われている 3 つのコミュニティ（テラバ、サンビート、プエル
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トヒメネス）は国家政策の一部として継続されることが既に決まっており、予算確保の努

力が継続されている。 
 

（2）障害政策への反映 
CNREE が策定を担当するコスタリカ障害政策（2011～2021 年）においても、本プロジ

ェクトが評価された結果、インクルーシブ開発の実践における 5 分野のそれぞれにおいて、

以下のとおりプロジェクトの成果が取り入れられた。具体的な連関については表－１のと

おり。 
 

表－１ プロジェクトの各成果が反映された政策 

分 野 項 目 
成果と反映された政策の連関

1 2 3 4 5 
民主的な社

会づくり 
権利享受のための家族や障害者、意思決定

プロセスへの参加を促進 
○ ○ ○ ○ ○ 

保健 保健と社会保障へのアクセス：リファラル

システム強化、国家リハビリテーションネ

ットワーク、継続的な研修、地方レベルの

サービス改善 

 ○    

就労 インクルーシブ雇用政策の策定   ○   

インクルーシブな就労の計画策定と展開、

起業支援 
  ○   

職業斡旋メカニズムの強化及び普及、地方

自治体と民間企業の連携による職業斡旋

サービスの提供 
  ○   

人材、組織イ

ンクルーシ

ブな環境 

障害当事者団体・障害者支援団体の強化     ○ 

支援、ケア、介助、自立生活     ○ 

インクルーシブな環境づくり    ○ ○ 

 
（3）具体的な全国展開への動き（上記以外で全国に適用が決まった具体的なモデル） 

以上に関連し、特に具体的なプロジェクトの成果として全国展開が決定したもの、及び

ほぼ決定しているものとして、以下が挙げられる。 
1）連携ツールの活用（成果１） 

本プロジェクトにより開発され、ブルンカ地方で活用が開始されている「連携ツール」

（障害者情報把握のための共通フォーマット）の障害者登録制度において全国的に活用

することが法令（2010 年 2 月 3 日付、官報 No.24、36357-S）により義務づけられた。

CNREE が行う障害者情報を統計的に管理するため、関係省庁は連携ツールを使用する

義務がある。 
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2）リファラル・システムにおける医療リハビリテーションの組み込みと基準の明確化（成

果 2） 
成果 2 の達成状況で述べた状況を改善し、障害者がその状態に応じ必要なリハビリテ

ーションをタイムリーに受けられる仕組みを整備するために本プロジェクトで適用し

て効果を上げたリファラルシステムの考え方（第 1 次及び第 2 次医療レベル）が、全国

で適用されることがほぼ決定した。現在は最終調整段階にあり、2011 年 12 月に全国の

医療機関を統括する CCSS によりこの決定が発表される見通しである。 
 

２－５ 上位目標の達成状況 

２－５－１ 指標の確認と整理 
上位目標は協力期間終了後 3 年後に達成をめざす目標であり、終了時評価時点で達成されて

いる必要はないが、現時点での達成状況と 3 年後に向けた見通しにつき分析するものである。 
PDM 第 3 版では下記 2 つの上位目標の指標として ICF に基づいた活動と参加の項目が向上

した障害者数の増加（1）、プロジェクトで確立した成果が発現している地域がブルンカ地方以

外で確認される（2）、の 2 点が示されており、これらに基づき評価を行った。なお、指標 1 の

「ICF に基づいた活動と参加の項目」は専門的色彩が強く、障害当事者を含む一般的関係者に

はわかりにくいことから、本終了時調査では「日常生活と社会参加に関する障害当事者の向上

度」と同義と解釈して情報収集を行った。 
 

２－５－２ 上位目標の達成状況 
上位目標 1：ブルンカ地域の障害者の（ICF による）生活機能が向上する。 

2：ブルンカ地方における当プロジェクトの活動と成果が国内の他地域に普及す

る。 
 
【達成状況と今後の見通し】 

上位目標 1 については現時点において既に一部発現の兆しがみえており、上位目標 2 につい

ては終了 3 年後までに一定の達成可能性が認められる。 
【判断理由】 

（1）ブルンカ地方における障害者の ICF による生活機能の向上（社会参加） 
ペレセレドン、サンビート、テラバ、プエルトヒメネス等において、本プロジェクトに

よりエンパワーされた障害当事者が、前述のとおり多くの権利擁護活動を行った。この結

果、これらの地域へのバリアフリー化等がめざましく進みつつある。本終了時評価調査の

枠内でこれらによる社会参加の進捗を詳細に調査することは時間的制約から無理があり、

定量的なデータも存在しない。他方、公共交通機関や公共機関建物のバリアフリー化等を

中心に、ラジオ番組でのパーソナリティ等も含め、プロジェクト計画時の予想を上回るペ

ースで障害者の社会参加促進及びそのための基盤整備と情報発信が進んでいることは注

目に値する。 
 

（2）プロジェクト効果の他地域への普及 
前述のとおり、プロジェクトが実証した各成果の国家政策への反映と全国展開に向けた
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動きが進み始めており、コミュニティレベルのインクルーシブ開発、連携ツール（基本フ

ォームである連携ツールに加え、保健分野、教育分野のツールもほぼ開発済みで、現在は

就労分野のツールを開発中）の全国での適用、全国の医療リファラルシステムにおける障

害の組み込みは、ほぼ確実に普及を見込むことができる。その他の成果についても障害政

策に盛り込まれており、同政策が本プロジェクトの中央委員会メンバーである各関連省庁

により署名され、コミットされていることから、今後 CNREE の継続的働きかけにより実

質的に機能し、一定の達成可能性が認められる。 
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第３章 評価結果 
 
３－１ 評価 5 項目による評価結果 

調査団による評価 5 項目の評価結果は、以下のとおりである。 
３－１－１ 妥当性 
【評価結果】 

高い 
【判断理由】 

以下のとおり、コスタリカ政府の開発政策、裨益者ニーズ、日本の ODA 政策との整合性、

手段としての適切性の観点から、本プロジェクトの妥当性は高いと判断できる。 
 

（1）コスタリカ政府の開発政策との整合性 
コスタリカ政府は 1996 年に障害者機会均等法を施行し、総合的に雇用、教育、医療、

交通・情報へのアクセス等、あらゆる分野において具体的に障害者の権利を保障し、差別

を明確に禁止している。また、国家開発計画（2011～2014 年）では、インクルーシブ開発

が明確に打ち出されているうえ、国家障害政策（2011～2021 年）でも前述のとおり実践に

おける 5 分野のすべてにおいてプロジェクトが上げた成果に関連する内容（自立生活促進、

連携ツール活用による障害者発見とリファラル、NGO と政府機関との連携促進、他）が明

示されており、本プロジェクトとまさに合致している。 
 

（2）裨益者ニーズとの整合性 
ブルンカ地方はコスタリカのなかでも最も貧しい地域の 1 つであることから、同じ障害

者のなかでも同地域の障害者は更に厳しい状況に置かれていたと考えられる。また、コミ

ュニティ及び関係機関の障害者の権利に関する認識も不足していたことから、障害者は医

療、就労、その他生活の多くの場面で社会参加への困難を抱えていた。これらを改善すべ

く実施された本プロジェクトと裨益者ニーズの整合性は極めて高いといえる。 
 

（3）日本の ODA 政策との整合性 
まず、本プロジェクトは障害者支援の体制強化を行うものとして、ODA 大綱の基本方針

である「人間の安全保障」と直結するものである。 
また、日本はコスタリカに対する援助重点分野の 1 つとして「市民生活の質の向上」を

掲げており、社会的弱者の社会参加、障害者支援を優先するとしている。さらに、2007 年

度の JICA 国別事業実施計画においては、コスタリカにおける障害者支援を重点分野の 1
つに挙げ、障害者の能力育成･強化を通じ各人がもつ能力を高めることにより社会参加の

促進を支援し、万人の能力が発揮される社会の実現を図る、としている。なお、コスタリ

カに対する同実施計画は、2008 年度以降は改訂されていない。したがって、わが国 ODA
政策との整合性は高い。 

 
（4）手段としての適切性 

障害はセクター横断的なイシューであり、その改善には多くの関係省庁や NGO、当事者
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団体等、幅広い関係者の協力・連携が不可欠である。プロジェクト開始前はこれらの組織・

セクター間での連携は全く機能しておらず、障害者の社会参加は極めて困難な状況にあっ

た。これら異なる組織・セクター間での連携と情報共有の強化により障害者支援促進を図

る本プロジェクトのアプローチは適切なものであったといえる。 
また、日本は 2001 年に世界保健機関（WHO）が提唱した障害者の生活機能に係る国際

生活機能分類（ICF）の導入を積極的に進めている。さらに、コスタリカにおいて障害者

支援を行っている他ドナーは少なく、日本はコスタリカの障害者支援を、1979 年より実施

してきた長い歴史を有している。これまで蓄積してきた同分野の経験を生かすことのでき

る本プロジェクトのデザインは適切であった。よって、本プロジェクトはコスタリカの障

害分野における課題解決手段として適切であったと考えられる。 
 

【要因分析】 
以上のように本プロジェクトの妥当性が高い状況を導いた要因として、特に以下の点を挙げ

ることができる。 
（1）医療リハビリサービスからインクルーシブ開発への重点のシフト 

本プロジェクトは実施段階で大きな方向修正を行っている。計画当初の医療リハビリテ

ーションサービスに重点を置いたプロジェクト・デザインから、プロジェクト実施途中で

「インクルーシブ開発」というより広い概念に基本的方向性をシフトした。これは CNREE
側のイニシアティブに対し日本側が応える形であったが、障害者支援における世界的潮流

にも沿った流れであった。プロジェクト及び両国政府の実施中の変更に関する判断は極め

て適切であり、このシフトが、終了時評価時点でのコスタリカ国家開発政策及び障害政策

との極めて高い整合性を確保する結果を導いたといえる。 
 

３－１－２ 有効性 
【評価結果】 

やや高い 
【判断理由】 

プロジェクト目標が達成され、成果がこの達成に一定程度結びついたと判断できることから、

本プロジェクトの有効性はやや高いと判断できる。 
 

（1）プロジェクト目標の達成度 
実績の項で述べたとおり、プロジェクト目標は達成されている。すなわち、プロジェク

トの各成果達成により実証された内容が評価され、コスタリカの国家開発計画、障害政策

等に反映された。具体的には 2014 年までにコミュニティレベルでのインクルーシブ開発

が新たに 2 つのコミュニティで行われ、連携ツールが全国障害者登録で適用されることが

決定している。さらに、全国の第 1 次及び第 2 次医療リファラルに本プロジェクトで実証

されたリハビリテーション基準が適用されることが近く発表される見込みである。 
 

（2）成果とプロジェクト目標の関係 
成果 3（就労機会増大）を除く各成果がそれぞれほぼ達成され、CNREE に高く評価され
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たことが、プロジェクト目標である国家政策への反映に結びついたと判断できる。この点

は、コスタリカにおける障害政策策定を担い、本プロジェクトの C/P 機関でもある CNREE
の責任者にも確認された。 

成果 3 とプロジェクト目標達成の関係について、先述のとおり成果 3 は未達成であるが

障害者就労分野での取り組みの結果、コスタリカ障害政策（2011～2021 年）に「インクル

ーシブ雇用政策の策定」など反映がなされていることから、成果 3 のプロジェクト目標達

成に一定程度貢献していると判断できる。 
 

（3）成果以外のプロジェクト目標に対する促進・阻害要因 
短期間にプロジェクトの成果がプロジェクト目標に結びついた理由として、CNREE の

強力なリーダーシップとたゆまぬ努力に基づく、理事会レベルの関係省庁との連携強化が

挙げられる。成果 1 による関係省庁やセクター間の組織連携が強化されたことが他の各成

果達成の基礎となっているが、この成果１の連携強化自体に対しても、CNREE の理事会

レベルを含む日頃からの連携推進への努力がプラスの影響を与えたといえよう。また、実

施途中に行われた政権交代は、懸念されていた阻害要因とはなっておらず、むしろ障害者

の就労にかかわる労働省については、より積極的な方向に向かう契機となった。 
 

【要因分析】 
（1）障害当事者のエンパワーメントに係る成果の追加 

前述のとおり、本プロジェクトでは実施段階でその方向性を医療リハビリサービスから

インクルーシブ開発にシフトしている。このため、障害者のエンパワーメント促進に係る

成果を追加し、プロジェクトのスコープが拡大されている。この結果、当事者のエンパワ

ーメントが促進され、組織間連携、医療リハビリテーションサービス、当事者の起業によ

る就労機会拡大、CBR 促進など、他の成果の達成をも促進し、大きな効果を生み出した。

よって、成果 5 はプロジェクト目標の達成に特に貢献しており、この点での実施過程にお

けるプロジェクト計画の修正も適切であったといえる。 
 

３－１－３ 効率性 
【評価結果】 

やや高い 
【判断理由】 

成果 3 を除きプロジェクトの成果がほぼ達成され、これに対するプロジェクトの投入に大き

な問題がみられないこと。また、プロジェクトの前半で方向性確定に関し時間を要したものの、

関連する JICA スキームをプログラム的に十分活用したことが軌道修正後の短期間に成果達成

に貢献したと判断できるため。アウトプットを産出するために十分な投入であった。 
 

（1）日本側専門家派遣 
長期専門家は計 4 名、短期専門家延べ 22 回が派遣されている。いずれも適切な分野か

ら、適切な専門家が派遣されている。予定した派遣期間に比べ、合計派遣期間は少ない。 
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（2）機材供与 
リハビリテーション機材、バリアフリートイレ等、これまでに US$ 86,294 の機材が供与

された。供与を受けた医療リハビリテーション施設の関係者は、機材による改善効果を認

めている。 
 

（3）C/P の配置 
適切で資質の高い人材が配置されたと日本人専門家及び地方委員会をはじめとする関

係者から評価されている。 
 

（4）本邦研修・第三国研修 
日本での C/P 研修には、多様な所属先・バックグラウンドからプロジェクトの中枢を担

う適切な人材が派遣され、連携強化をはじめとする各成果に結びついた。特に CNREE 幹

部や関係省庁、当事者リーダー等、日本研修での学びをきっかけに大きな気づきを得、そ

れが自己変革につながってプロジェクトの成果達成にも結びついたといえる。 
 

（5）ローカルコスト 
日本側は US$ 4,643,618、コスタリカ側は US$ 417,395 を支出している。いずれも、達成

された成果に対し特に過大なコストとはいえない。 
 

【要因分析】 
（1）インクルーシブ開発が WHO をはじめとする世界の潮流に合致していたことから、

CNREE を含む関係者のモチベーションも維持・向上されたと考えられる。 
 

（2）プログラム・アプローチと関連する JICA スキームの活用 
日本チリパートナーシップ・プログラム（Japan Chile Partnership Program：JCPP）を通

じた第三国専門家派遣及び研修やフィリピンでの第三国研修等、日本側の多様なスキーム

を用いたプログラム・アプローチとして各成果の達成に結びついたと考えられる。 
 

３－１－４ インパクト 
【評価結果】 

正のインパクトの発現が近い将来期待される。 
【判断理由】 

バリアフリー化をはじめとする対象地域内での上位目標発現の兆しが既にみられるほか、プ

ロジェクト効果の他地域への普及が開始される見込みであり、今後 CNREE が第三国研修を実

施することになれば周辺諸国への波及可能性も見込めることから、近い将来正の効果発現が期

待できる。 
 

（1）上位目標の達成見込 
実績の項で述べたとおり、上位目標 1 についてはバリアフリー化をはじめとする発現の

兆しが既にみえ始めている。上位目標 2 については国家政策に反映されたことにより、近
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い将来一定程度の達成が期待できる。 
 

（2）その他の正負の影響 
自立生活の重要性が CNREE に認識され、国家障害政策にも反映されたことにより、介

助者費用及び生活補助費（家賃、水光熱費、食費）を国家予算で支出する方向で検討が進

んでいる。既にブルンカ地方の障害当事者 5 名を対象に試行的に実施されており、この結

果を踏まえ 2012 年中に政府のプログラムとして全国的に認められる見通しである。なお、

負の影響はみられない。 
 

（3）周辺諸国への波及可能性（第三国研修） 
インクルーシブ開発における本プロジェクトの経験に対し近隣諸国から関心が高まる

とともに、CNREE もその経験を周辺諸国に広めたいと考えている。このため、CNREE は

現在、JICA の第三国研修実施の要請書を提出しており、これが実現すれば周辺諸国への波

及効果が期待できる。JICA の三角協力に係る要望聴取によれば、中南米 11 カ国から参加

希望が表明されており、実現可能性は高い。 
 

【要因分析】 
（1）国家政策へのプロジェクト効果の反映 

プロジェクトの成果が国家開発計画、障害政策に反映されたことが、他地域への普及可

能性を大きく高めている。 
 
（2）実施中の国際会議等における対外的発信 

本プロジェクトは実施中から国際会議等に出席者を送り、各国からの学びのみならず、

本プロジェクトに関する情報発信と経験共有に努めてきた。この結果、インクルーシブ開

発における本プロジェクトの経験に対する近隣諸国からの関心が高まったと考えられる。 
 
（3）インクルーシブ開発へのシフト 

JICA の要望調査で参加希望を表明した諸国のなかにはブラジル、チリなど、既に周辺諸

国への第三国研修実施国も含まれている。なかでもチリは障害分野では既に一定の経験を

有していることから、特に本プロジェクトのインクルーシブ開発の実践経験が注目を集め

ていると考えられる。この概念が世界の潮流に合致していたこと、更にはこのような方向

性にプロジェクトがシフトしたことがプラスの要因に働いたと判断できる。 
 

３－１－５ 持続性 
【評価結果】 

やや高い 
【判断理由】 

プロジェクト目標である国家政策への反映、上位目標であるブルンカ地方でのプロジェクト

効果の継続可能性、及び他地域への普及はいずれも高い。他方、2012 年度以降の CNREE の予

算・人員配置に不確定要素が存在するため。  
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（1）国家政策への反映 
国家開発計画及び障害政策はいずれも 2014 年まで変更はない。このため少なくとも同

年までこれら政策の方向性は担保される。また、本プロジェクトの活動をきっかけにコス

タリカはアメリカ諸国ネットワークに加盟しており、対外的なコミットメントもあること

から、インクルーシブ開発をめざす方向性は継続する可能性が高い。 
 

（2）ブルンカ地方における効果の継続可能性 
本プロジェクトの対象地域として CBR/インクルーシブ開発が進む 3 つのコミュニティ

すべてが、政府の国家開発計画に基づき策定された CNREE の活動計画（2011～2014 年）

に含まれており、中央委員会及び地方委員会がプロジェクト終了後も定期的会合を続け、

2012 年第 1 四半期には、今後の持続性を確保するための具体的な活動計画を策定すること

を決定した。また、プロジェクトによる障害当事者のエンパワーメントにより、当事者が

自らの権利を知り、ブルンカ地方内にとどまらず、他地方においても自主的な研修や啓発

が行われている。更に地域開発における意思決定プロセスにも参画し始めている。よって、

ブルンカ地方におけるプロジェクト効果の継続可能性は高いと考えられる。 
 

（3）他地域への普及可能性 
前述のとおり、国家政策に明示されており、このうち障害政策については、CNREE の

理事会メンバーとなっている各関連省庁が署名を行っていること、及び前述の障害当事者

のエンパワーメント促進により、プロジェクト効果の他地域の普及可能性についても近い

将来一定以上の効果発現が期待できる。 
 

（4）政策面・制度面（人材・組織・予算） 
上記（1）及び（2）のとおり、政策面の持続性は高いが、2012 年度予算は、2011 年度

に比べ減少する見込みのため、CNREE の予算・人材配置が 2012 年度以降も同水準で維持

されるか否かについては、不確定要素がある。 
 

【要因分析】 
（1）障害当事者のエンパワーメント 

実施過程において、障害当事者のエンパワーメントに関する成果を追加したことが大き

な促進要因となっている。行政機関の体制強化のみならず、障害当事者に直接働きかけ、

社会変革の担い手育成を意図したプロジェクトの方向性が適切であったことが、今後も障

害当事者による更なる変化の継続が見込める要因となっている。 
 
３－２ 結論 

以上述べたとおり、本プロジェクトは妥当性、有効性、持続性ともに高く、効率性はやや高い。

また、正のインパクトの発現が近い将来期待される。 
具体的には、妥当性はコスタリカ政府の開発政策、裨益者ニーズ、日本の ODA 政策のいずれ

とも合致しており、手段としての適切性も高い。 
有効性では、各成果の達成によりプロジェクト目標が達成されている。また、短期間での国家
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政策への反映に関する成果以外の促進要因として、CNREE の強力なリーダーシップと理事会レ

ベルの各関係省庁との連携強化が挙げられる。 
持続性については、プロジェクト目標である国家政策への反映、上位目標であるブルンカ地方

でのプロジェクト効果の継続可能性、及び他地域への普及のいずれも高い。 
効率性については、プロジェクトの前半で方向性確定に関し時間を要したものの、成果 3 を除

きプロジェクトの成果がほぼ達成され、これに対するプロジェクトの投入に大きな問題がみられ

ないため、やや高いと判断される。 
インパクトについては、バリアフリー化をはじめとする対象地域内での上位目標発現の兆しが

既にみられるほか、プロジェクト効果の他地域への普及が開始される見込みであり、今後 CNREE
が第三国研修を実施することになれば周辺諸国への波及可能性も見込めることから、近い将来正

の効果発現が期待できる。 
以上より、プロジェクトは当初の目的を達成し、今後の持続性も高いことから、予定どおり終

了する。 
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第４章 提言と教訓 
 
４－１ 提言 

成果 1、2、4、5 においては、中間評価の段階から一定の成果の発現がみられており、現時点

においても順調な取り組みがなされている。今後においても、これまでの取り組みが同様に進め

られることで特に問題はないと思われるが、成果 5 のエンパワーメントについては順調に進捗し

ているものの、更なる活動の維持・向上が望まれる。 
本提言においては、成果 3「就労」について特記する。国家開発計画（2011～2014 年）には「障

害者を含む、社会的弱者を重視した就労プログラムの実施」が明記され、障害者の就労機会を改

善すべく数値目標が掲げられている。国家開発計画を推進させるにあたり、特に次の点を取り上

げる。 
 
（1）公的セクターにおける雇用促進への取り組み強化 

・職員の一定割合（5％）の障害者雇用の努力義務を課せられている公的セクターが、率先

して障害者雇用に取り組むとともに、その取り組み経験を通して得たノウハウを、民間セ

クターに提供することで、公共、民間の両セクターにて障害者雇用の促進を図ること。 
・障害者の就職ニーズと民間企業の採用ニーズに適切に対応するため、既存の職業斡旋所窓

口における相談業務を強化すること。 
・各地域で定期的に開催される「就職フェア」に NGO など関係団体の協力を得て、障害者

の就職相談コーナーを設置すること。 
・障害者の就労機会を拡大する有力な 1 方策として、障害者の起業を積極的に支援するこ

と。そのためには、既にサンビートやテラバ等で実施されている市場調査支援や技術指導

だけでなく、建物、設備、機材などの確保のための財政的支援（低金利の融資提供なども

含む）や製品の販路拡大支援なども考慮されること。 
・民間企業における障害者雇用の取り組みを支援するための人的・技術的を提供するための

仕組み（ジョブコーチの育成を含む障害者就労支援のための公的機関の整備や、民間団体

の活動強化）を構築すること。 
 
（2）民間セクターにおける雇用促進への取り組み強化 

・障害者を一定割合（2～5％）以上雇用する企業に対して、法人税のかなりの部分が減額さ

れる制度（7092 法）があることを積極的に広報すること。また、障害者を雇用する企業に

ついて、その雇用が伴う社会保険料負担の軽減措置も併せて検討すること。 
・民間セクターでの障害者雇用への取り組みを積極的に奨励するために、その雇用で実績を

上げている企業の表彰制度など、その努力を公的に認知する仕組みをつくること。 
 
（3）障害者雇用のための関係機関連携強化 

・国家職業訓練センター（Instituto Nacional de Aprendizaje：INA）で職業訓練を受けた障害者

の雇用を促進するためには、INA と職業斡旋所の連携強化が不可欠である。 
・養護学校卒業生の就労への移行を促進するため、養護学校卒業前の職場実習や職業教育の

拡充、未就学の障害児を計画的になくすための方策、成人障害者の総合教育プログラム
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（Centro de Atencion Integral para Personas Adultas con Discapacidad：CAIPAD）を利用する障

害者の就労移行支援の強化など。 
 
４－２ 教訓 

（1）プロジェクトデザインへの障害者エンパワーメント組み込み 
本プロジェクトは、総合リハビリテーションのモデル形成をブルンカ地方で実施するため

に 2007 年 3 月に開始された。初めの 1 年半の間は、障害当事者よりもその周りの整備に焦

点が当てられていたため、障害当事者の参加が限定的でニーズが適切に把握されなかった。

そのため、整備されつつあった環境が適切でなかったり、十分活用されなかったりする状況

であった。しかし、「障害者のエンパワーメント」を成果に加えたことで、障害当事者にも

焦点が当てられることになり、プロジェクトに多大な良い影響を与えることとなった。 
インクルーシブ開発においては、行政機関等サービス提供側の強化だけでは大きな変化を

起こすには不十分であり、裨益者である障害当事者の積極的な参画があってこそ、相互作用

により大きな効果が得られる。これは、エンパワーメントされた障害当事者の声がさまざま

な面に反映されることによって、周囲の人々の意識づけや周辺環境改善により具体的な効果

を与えるといえるからである。 
今後、障害分野にかかわる技術協力プロジェクトのみならず他支援においても、「エンパ

ワーメント」の視点を盛り込むことが重要である。 
 
（2）実施プロセスの記録と客観的な指標の開発 

プロジェクトの目標や成果の的確なモニタリング・評価のためには、定量的な評価を行う

ための客観的な指標の設定が求められる。同時に、因果関係や要因分析の裏づけとなる実施

プロセスにおける行動変容、意識変容などの記録と集積が重要である。 
 
４－３ 団員所感 

（1）団長所感 
コスタリカにおける障害者支援は、1979 年のボランティア（青年海外協力隊：理学療法

士）により始まり、30 年以上の歴史を有することとなる。 
当初は医療リハビリテーションが中心であった支援であるが、時代の流れとともに次第に

社会モデルも取り入れられ、現在のプロジェクトの構成に至っている。 
本プロジェクトは、障害者支援にかかわる各政府機関の連携体制の強化、医療リファラル

システムの構築から、障害者の就労支援、障害当事者（団体）の強化と、非常に幅広いテー

マに取り組んだある意味チャレンジングな内容であったが、これまでの協力の蓄積ともいえ

るコスタリカ及び日本側関係者の間における信頼関係とたゆまぬ努力により、大きな成果を

得られたものと考えている。 
特に医療モデルから社会モデルへの転換については、本プロジェクト開始まではコスタリ

カにおいて具現化されていなかったものであったが、政府関係機関及び障害当事者双方の意

識の向上、特に障害当事者のエンパワーメント促進により、障害者の社会参加が大いに発展

したことは、非常に大きな成果であった。 
ただし、ここまでの成果は大きな第一歩ではあったものの、国内にこれらの動きが浸透し
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ていくためには、今後のコスタリカ関係者を中心とした更なる取り組みが重要となってくる。 
障害の有無にかかわらず皆が暮らしやすい「インクルーシブな社会の構築」をめざした、

コスタリカの今後の更なる発展を切に願う。 
 
（2）障害者就労支援団員所感 

今回の終了時評価調査では、正味 5 日間という極めて限られた期間のなかで、私の場合は、

特に就労支援にかかわる関係者数名をインタビューするとともに、プロジェクトサイトであ

るペレセレドンとテラバなどを訪問した。 
結論的には、「障害者の就労に向けた選択肢が増加する」という点では、他と比べ、目に

見える形での成果が乏しかったが、労働省副大臣及びサンビートのミゲル・クベロ（Miguel 
Cuber）氏などとのインタビューなどを通して、次のようなことが明らかになったことで、

就労支援についても今後一定の成果が期待できると思われる。 
1）一般就労について 

労働省では月 1 回サンホセにある 30～40 社の主要企業関係者と障害者雇用に関する定

期的な情報交換の場を設けている。その結果ナショナル・バンクなど、障害者の採用を決

定した企業が出てきている。このように首都圏においては今後障害者雇用をする企業が

徐々に増えていくことが期待される。 
しかし、プロジェクトが実施されたブルンカ地方にある労働事務所の役割は、いまのと

ころ企業などにおける労働法の遵守状況をモニターすることにほぼ限られており、わが国

のハローワークのように、企業などと求職者を結びつけるための常駐の職員が配置されて

いないため、企業からの求人があってもタイムリーに適切な求職者を斡旋することができ

ないのが実情といわれる。したがって、ブルンカ地方など、首都圏以外で障害者の一般就

労を進めるには、労働事務所に職業相談と職業紹介ができる常駐の職員の配置が不可欠で

ある。しかし、財政難で公務員の新規採用をストップしている現状が変わらないかぎりは、

そうした職員の新規配置は期待できないことから、障害者の一般就労を全国的に進めるた

めの体制整備には、かなりの時間がかかるであろう。 
2）起業について 

ブルンカ地方では障害者の一般就労の機会は極めて限られているが、サンビートやテバ

ラなどでは障害当事者も参画する、起業の取り組みが具体化しつつある。テバラではその

地域の特性を生かした「タマル」（日本の「ちまき」に相当する食べ物）づくりが始まっ

ているが、いまのところ生計を維持するための所得創出にはなっていない。ブルンカ地方

などで障害者が家族などに依存せずに、経済的に自活できるようにするには、所得創出が

できる起業を実現させることが極めて重要である。労働省や INA などもそのことを十分認

識し、採算がとれる起業の実現に向け、財政的、技術的支援をしようとしている。現在計

画されている起業が軌道にのるまでには、ある程度の時間がかかるものと思われるが、関

係者の努力に期待したい。 
カロイエ・プロジェクトにおける就労支援に象徴されるように、一般就労にしろ、起業

にしろ、その支援が成果に結びつくようになるには、ある程度の期間とコスタリカ・サイ

ドの取り組みに対する、適切かつタイムリーなフォローアップが不可欠であろう。このプ

ロジェクトの成果がブルンカ地方だけでなく、それ以外の地方にも波及効果をもたらすた
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めには、一定程度のフォローアップ支援を検討する必要があるように思われる。 
 

（3）障害者エンパワーメント団員 
本プロジェクトは、医療・教育・職業・社会分野を総合的にとらえた総合リハビリテーシ

ョンのモデル形成をブルンカ地方で実施するために 2007 年 3 月に開始された。初めの 1 年

半の間は、障害当事者よりもその周りの整備に焦点が当てられていたため、当事者不在で、

整備されつつあったものが適切でなかったり、十分活用されなかったりする状況であった。

しかし、中間レビュー調査時に「障害者のエンパワーメント」を成果 5 として PDM に加え

たことで、障害当事者にも焦点が当てられることになり、プロジェクトに多大な良い影響を

与えた。これは、まさしく JICA が障害分野支援の基本とする「メインストリーミング」と

「エンパワーメント」という両輪を意味するものである。 
今後、障害分野にかかわる技術協力プロジェクトのみならず他支援においても、「エンパ

ワーメント」の視点を極力取り入れていくことが、よい成果につながると考える。 
本プロジェクトは 5 年にわたり実施され、障害者を支援する側、される側双方に大きな成

果を残したといえるだろう。それはひとえに、PDM に「障害者のエンパワーメント」を付け

加えたからに他ならない。それを実証するのは、アドレアナ局長が言った「障害者がエンパ

ワーされて自分たちの意見を言うようになったことで、サポートする側も何をどのようにす

ればよいのかがより分かるようになった」という一言である。 
加えると、アドレアナ局長をはじめとする関係者が真摯に取り組んだことにもよるが、本

邦研修などの他スキームとの連携がとれたことも 1 つの要因として挙げられる。特に、「障

害者のエンパワーメント」に関して、その効果は大きい。 
本プロジェクトの継続性をみたときに、予算削減や局長交代など不安要素はあるが、エン

パワーされた障害者が声を上げ、自分たちで主導的に活動することにブレーキはかからない

だろう。今後は、コスタリカ・ブルンカ地方の障害者が自主的に動き、自分たちの社会を自

分たちで変えていくことが期待される。 
最後に、上述したように、障害分野だけでなく地域開発に関するプロジェクトには必ず「障

害者のエンパワーメント」を取り入れる必要がある。それは、貧困削減には「障害者支援」

が欠かせないからである。 
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３．インタビュー調査議事録 

インタビュー調査議事録 
 
1．JICAコスタリカ支所との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月14日（月）9:00～10:30 
JICAコスタリカ支所 

出席者 一柳 直仁 JICAコスタリカ支所長 
柳原 麻紀子  同      企画調査員 
張 長英  同      技術協力プロジェクト担当 
佐々木 隆典 JICA専門家（チーフ・アドバイザー/チームリハビリテーション）

石橋 陽子 JICA専門家（業務調整/障害者インクルージョン） 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
本プロジェクトに関し、JICAコスタリカ支所長及び関係者と協議を行ったところ、概要は以下

のとおり。 
 
1．プロジェクトの特徴と効果 
・本プロジェクトはプログラム・アプローチをとっており、チリのJCPP（日本チリパートナー

シッププロジェクト）、コスタリカ国立リハビリテーション（CENARE）強化プロジェクト

（2007～2010年）等との連携による研修等の活動、自立生活の本邦研修等、目的達成のため

さまざまなスキームを活用してきたことが効果を上げており、この点は重要である。 
・本プロジェクトでは当初、医療リハビリテーションの側面を重視した障害者支援プロジェク

トであったが、実施途中で重点が障害者自身というより社会そのものを変えていく方向にシ

フトしている。そのため、C/P機関であるCNREEの役割外である就労等はやりにくい面がある

ようだが、CBR、エンパワーメント等、CNREEの役割内の内容は国家政策への取り込みに役

立った。 
・本プロジェクトで障害当事者の活動を支援、活性化することによって、当事者本人及び関係

者の認識が変化してきている。 
・プロジェクトの実施により、国際セミナーが定期的に開催され、近隣国が集まるようになっ

た。これは過去に広域研修が継続的に行われたことにより仕組みができたもの。 
 
2．インパクト 
・リフト付きバスと障害者に親切な運転手は、コスタリカ国内では対象地域であるペレセレド

ンに圧倒的に多い。また、地方自治体のトイレ、スロープ等、バリアフリー化が進んできて

いる。音付きの信号機も増加した。 
 
3．持続性 
・CNREEは現在、第三国研修実施機関候補としてJICAに申請中であり、実現すれば2012年中に

も開始の見込み（3年間）。中南米11カ国から要望が出ており、特にインクルーシブ開発と連



 

－184－ 

携ツールに関心が寄せられている模様。 
・本プロジェクト終了後、自立センター支援のため草の根無償が行われる見通しである。2012

年1月下旬に事前評価が予定されており、実施は2012年から5年間の見込み。 
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2．国家リハビリテーション・特殊教育審議会（CNREE）ブルンカ支部担当者との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月14日（月）10:30～11:45 
JICAコスタリカ支所 

出席者 Mr. Marcos Gutiérrez ブルンカ支部長 
Ms. Paula Arias プロジェクトマネジャー 
佐々木 隆典 JICA専門家（チーフ・アドバイザー/チームリハビリテーション）

石橋 陽子 JICA専門家（業務調整/障害者インクルージョン） 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
1．連携ツールの活用状況 
・成果１に関し、連携ツールを最も利用している組織はCNREE。一部の地域だけでなく、全国

で利用している。また、法令により、すべての公共機関は連携ツールを利用しないといけな

いことになった。他の行政関係機関としては、労災保険省が全国で使っている。 
・連携ツールについてはただ使うだけではなく、事前に連携ツールの利用の仕方を学んでもら

うための組織がある。 
・複数の病院及びソーシャルワーカーが利用している。 
・コトブルス郡では保険分野全体で活用しており、また、NGOでも活用している。 
・自立生活運動をしている障害当事者が利用している。 
・レオクラードコミュニティでは、シャダイ（ルイス・エルナン氏が活動している障害者団体）

が活用。また、プエルトヒメネスとテラバでも活用されている。 
・社会福祉省は研修を受けている段階。 
・社会保険公庫での活用はブルンカ地方全体であり、病院に外来し、ソーシャルワーカーが応

対するすべての患者に活用している。 
・複数の病院と、保健所にソーシャルワーカーがいて、彼らが連携ツールを利用している。 
・2011年から、ブルンカ地方における社会保険公庫、保健所のすべてのソーシャルワーカーは

連携ツールを使うことが義務づけられている。また、法令（2011年1月28日）により全国で活

用することが決まった。この遵守を約束したレターを、各組織から得ている。 
 
2．連携ツールの位置づけと効果 
・連携ツールは情報を集めるためのものであり、その情報を基に判断や決断を行うことが目的。

セクター間の連携に直接的に影響しているとは考えていない。その他の活動がセクター間連

携につながっていると考えている。例えば、医療リファラルに関する取り決め、情報共有、

働きかけを行っているが、それらの活動がセクター間連携につながっている。 
・調整はすべての成果に関することであり、調整がよくなればサービスを含めたすべてがよく

なると考えている。成果1の連携はすべての成果にかかるものであり、これが進めば他の成果

に大きく影響してくると考えている。 
・組織間連携が進めば成果2に大きく影響し、更にその他の成果にも影響する。ある活動がどれ

か1つの成果のみに関係するものではないと理解している。 
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・（成果1を達成した結果として得られると期待しているものは何か、との問いに対し）社会保

険公庫の地域リハビリネットワーク活用により社会保険公庫内部での情報共有が強化された。

このネットワークを活用して、国立リハビリテーションセンターと社会保険公庫との連携も

強化されている。CNREEとの調整もよくなってきている。 
・（地域リハビリネットワークとは何か、の問いに対し）地域リハビリネットワークができる前

は、ある地方での病院で、リハビリテーションサービスを受けた患者が他の保健所でリハビ

リを受けようとするとき、病院と保健所間で患者の情報共有がなされていないため、最初か

ら診察を受けることになり非効率であった。このため、それぞれの診療所でニーズ調査、現

状把握調査を行った。リファラルを改善するための情報共有、システム策定が決まり、各代

表者が月1回集まって、どういう課題があるか、これからどうしていけばいいのかという議論

を重ねて、このネットワークができた。 
・リハビリテーションネットワークに関与しているのは、社会保険公庫、地域ソーシャルワー

カーの担当者、地域の医療リハビリテーション担当医等である。ソーシャルワーカーはマネ

ジメントを担当。医療リハビリ担当は、技術的な点を担当。理学療法士がいれば、郡レベル

での活動を行う。地域レベルでは、ソーシャルワーカー＋医療リハビリ。郡レベルでは、理

学療法士（いる場合といない場合がある）＋ソーシャルワーカー。地域によってこの下にい

ろいろな組織構造がある。 
・国レベルでは、ソーシャルワーカー＋医療リハビリ担当が国立リハビリセンターと調整して

必要なサービスを行っている。この下にソーシャルワーカーのいろいろな活動がある。例え

ば、理学療法士が診察した子どもには障害があるが、特殊な教育を受ける必要があると考え

た場合は、ソーシャルワーカーは教育省に情報提供する。逆に、教育の現場でリハビリが必

要な小児がいた場合、教育省は社会保険公庫に必要なリハビリについて照会する。社会保険

公庫としては、地域でのモデルと考えている。これを全国に適用しようと考えている。 
・全国適用の時期としては、2016年までに全国で適用するようにしたいとの担当医の提案が提

出された。プロジェクトとしてはそれが適切なものと考えており、承認されるよう調整を行

っている。時期的には11月中に発表内容の資料を作成し、12月に社会保険公庫の理事会に発

表の見込み。 
・教育省との情報共有強化にも連携ツールが活用され効果を上げている。社会保険公庫の医療

サービスを子どもが受ける際、特殊なリハビリテーションを必要としている子どもに対して

教育省から情報がくる。 
・（成果1は、地域リハビリテーションネットワークと、中央委員会での連携と考えてよいか、

との問いに対し）地域リハビリテーションネットワークの全国展開に関する中心人物はモン

テロ先生で、中央委員会に社会保険公庫から出席している。フロルスワレスさんが地域リハ

ビリテーションネットワーク推進の中心的役割を果たしている。 
・（連携ツールが重要というよりも、地域リハビリテーションネットワークを強化するために、

連携ツールが活用されていると理解していいか、との問いに対し）それは、連携ツールの使

い方の1つである。また、ツールはあくまで道具である。 
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3．組織間連携の強化 
・連携ツールがあるからというわけではなく、連携ツール以外のさまざまな活動によって連携

が進んでいると考えている。例：ブルンカ地方のリージョナル委員会〔コレ（CORE）・ブル

ンカ〕、ブルンカ地方における行政機関が集まる。連携ツールの話はしない。ブルンカでどう

いう障害者がいて、どのような課題があるのかを話し合い、実際に行動していく。 
・コレ・ブルンカはプロジェクトの活動ではなく、もともとブルンカ地方にあった。コレ・ブ

ルンカにおいてプロジェクトのプレゼンスが高まっており、うまく活用が進んでいる。CORE
と地方委員会はメンバーが重なっており、COREのなかに地方委員会があるというイメージ。 

・ブルンカ地方にもいろいろなストラクチャーがあり、プロジェクトがきて新しい組織をつく

るのではなく、既存の組織が、プロジェクトにより姿勢や観点を変えてきたということに注

目した方が適切だと考えている。それぞれの組織の組織構造は違うものの、国、地域、郡、

コミュニティレベルの既存の組織をうまく活用しようとしてきた。すべてを活用するのでは

なく、一番効果を得られると考えたものを活用していった。 
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3．国家リハビリテーション・特殊教育審議会（CNREE）担当者との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月14日（月）13:30～14:00 
CNREE本部 

出席者 Mr. José Blanco 情報部コーディネーター 
Ms. Michelle Cordero 公共政策部 
Mr. Marcos Gutiérrez ブルンカ支部長 
Ms. Paula Arias プロジェクトマネジャー 
佐々木 隆典 JICA専門家（チーフ・アドバイザー/チームリハビリテーション）

石橋 陽子 JICA専門家（業務調整/障害者インクルージョン） 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1．連携ツール開発の目的と効果 
・連携ツールは情報収集のツールとして障害者のニーズ、状況、障害を把握するために作られ

たデータベースへの情報入力用フォーマットである。データベースの構築は最初ブルンカ地

方で始まったが、現在は全国のデータベースとして利用され、全国の障害者の国家統計登録

として利用されている。 
・全国での利用開始は2010年10月。それ以降3カ月ごとに報告書がある。なお、ブルンカでは2010
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年3月頃からであった。 
・情報登録は、障害者の状況改善と各省庁の連携促進のいずれをも目的としている。まず、障

害者にかかわる政策をつくることによって、障害者の生活が改善されるためである。 
・連携ツールは基本となるツールである。既に連携ツールに加え、保健分野でのツール、教育

分野でのツールを開発した。現在障害者就労のためのツールを労働省と連携しつつ開発中で

ある。 
・これまでも国家統計局と協力関係を保ってきたが、今回国勢調査のなかにCIFの観点を部分的

に取り入れることに成功した。これからは国家統計局と連携して、障害者の国勢調査を実施

し、全国の障害者の状況把握をめざしている。 
・2000年が一番新しい調査だった。2011年5月、6月で国勢調査が実施された。 
・保険分野のツールは、社会保険公庫のすべての人が使えるようにしている。教育分野のツー

ルは、教育省の社会参加を促す活動をする部局と、就労のツールは労働省と連携しつつ開発。

就労分野では、民間セクターの巻き込みも大切である。 
 
2．CBR戦略の推進 
・CBR戦略の促進に関し、本プロジェクトでは2つの大きな活動が実施された。①CBR戦略を政

治的、組織的に普及する活動、及び②CBR戦略普及のためコミュニティに行き、コミュニテ

ィ内で普及する活動である。この2つは相互に連関している。CNREEはコスタリカの障害問題

に取り組む機関なので、政府のなかで変えるよう働きかけてきた。そのような働きかけでコ

ミュニティへの働きかけができるようになった。 
・下からではなく、政策レベルで変えたから、コミュニティレベルで活動しやすい環境を整え

たといえる。まず、国家開発計画において3つのコミュニティでCBR活動を実施することを明

文化した。実際に国家開発計画に記載されることによって、各行政機関はこの取り組みに投

入することができるようになった。が、1つ注意してほしいのは、いくら政治的政策的にこの

活動をやろうとしても、コミュニティのやる気が必須な点。まずはコミュニティのやる気が

あって、初めてこの戦略を進めることができる。 
・コミュニティレベルでCBR戦略が実施できている状況とは、コミュニティのなかで行われて

いる活動に障害者が参画し、活動を進めている状況である。また、コミュニティの活動とは、

生活のなかでの活動を指す。例えば、あるコミュニティでスポーツイベントがあるとする。

準備時に前提として考えるべきは、バリアフリーであるかどうか。そのようなコミュニティ

活動における障害当事者が社会参加できている状況をいう。 
・障害者のコミュニティ活動への参画の数値化は難しいが、35％くらいではないか。私たちの

活動は数量的な評価が難しい。家に閉じこもっていた障害者が家から出て、社会で主張して

くようになった。これは大きな変化であり、量的な評価ではなく、質的な評価を行うべきで

ある。 
・一番重要なことは、障害者当事者が活動にオーナーシップをもっていることだ。残念ながら

まだ社会のすべてがバリアフリーになっているわけではないし、多くの障害者は就職してい

ない。しかし持続性はあると考えている。その理由は、課題が自分たちのものであるという

ことに気づいており、自分たちでやっていくという姿勢をもっているからである。このよう

な認識は、組織が中核となって育ってきている。 
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・プロジェクトがきっかけで生まれた組織として、自立生活運動やテラバのDubonグループがあ

る。いずれもプロジェクトがあって生まれたもの。 
・持続性が高まったということを評価するための、ものさし・指標となるようなものはない。

が、集会で簡単なアンケート調査を実施し、これまでプロジェクトが実施してきた活動の持

続性を知るための質問をした。組織として当事者自身が自分の活動をみるという観点から実

施した。 
・12月に第3回の集会がある。このときにあるツールを作って、参加者がプロジェクトにどのよ

うに影響したかを調べる予定。 
・（CBR推進の中核となる団体が戦略を進めるなかで、計画・実施・評価という一連の活動を自

分たち自身で行えているか、の問いに対し）コミュニティレベルのグループは十分に力をも

っている。2、3年前にCBRを紹介してきた。ただし、プロジェクトが終わってから初めて彼

らが自立して実施していけるかどうかがわかる。プロジェクト期間中はCNREEがサポートし

てきたが、彼ら自身でやっていく力をもっている。自分たちの欠点は過保護であるというこ

と。子どもを突き放して自立させることを考えないといけない。彼らは十分な能力があるか

ら、手を放すことが必要と考えている。 
・ただし、忘れてはいけないのは、CNREEは障害者が困って相談があったときに適切にサポー

トしていくという役割を果たすことである。 
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4．国家リハビリテーション・特殊教育審議会（CNREE）事務局長との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月14日（月）13:30～14:00 
CNREE本部（サンホセ） 

出席者 Ms. Adriana Retana CNREE事務局長 
Rodrigo Jiménez 技術部長 
Mr. Luis Diego Lobo 事務局アドバイザー 
Mr. Marcos Gutiérrez ブルンカ支部長 
Ms. Paula Arias プロジェクトマネジャー 
佐々木 隆典 JICA専門家（チーフ・アドバイザー/チームリハビリテーション）

石橋 陽子 JICA専門家（業務調整/障害者インクルージョン） 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1．実施プロセスとプロジェクト・デザインの変更 
・全般的にみて、CNREEとJICAは長い付き合い。JOCVとの付き合いから始まった。関係として

はJICAとCNREEは非常によい関係をもっていると考えている。 
・アドリアナ事務局長が代表になったのは2008年5月。プロジェクト開始から1年半たっており、

当初はプロジェクトに対する理解を明確にもっていなかった。当時感じたのは、CNREE職員
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もプロジェクトがどのような方向に進むのかがわかっていなかったこと。当時はプロジェク

トの方向性が明確でなかった。当時ペレセレドンを視察した際、支部長とプロジェクト・マ

ネジャーから説明を受けたが、当時は具体的に何をすべきかはっきりしていない印象をもっ

た。したがって、私たちはこのプロジェクトを自分たちで主導し、進めていく必要があると

感じた。 
・当初は少人数しかプロジェクトに関与していなかったが、もっと多くの人にかかわってもら

い、理解を広めていくことが必要と考えた。ブルンカ地方の職員はプロジェクト・マネジャ

ーだけだったが、ブルンカ地方の組織も参加させる必要があると感じた。CNREEブルンカ支

部のスタッフにおける理解促進（6名中1名しか知らなかった）と国レベルでのプロジェクト

の位置づけの明確化が必要だった。まず、ブルンカ地方で何をやっているのかを中央レベル

で知ってもらうこと、そのためには最初に、ブルンカでの経験をCNREE組織内で理解しても

らう必要があった。これはすぐにできたことではなく、時間をかけて進めた。 
・（CNREE内で広く理解されていなかった理由はCNREEが技術協力という協力形態に慣れてい

なかったからか、またはプロジェクト自体に何か問題があったのか、との問いに対し）この

プロジェクトの前のCNREEの取り組みは知らないが、CNREEにとって初めての大きな国際協

力プログラムだった。一部の職員に任せたのは少数精鋭で担当するという考え方があったと

思うが、5つの成果を達成するためには、少人数での活動は無理だと考え、多様なアクターを

取り入れるという取り組みを行い、変えてきた。 
・振り返ると、このプロジェクトはCNREEで一番大きなプロジェクトだった。当初は小さなイ

ンパクトと考えて、小規模でも管理可能と考えられていた。このプロジェクトを進めていく

なかで大きなインパクトをもたらすことがわかってきた。当初は技術部門の幹部とCNREE幹
部のみがプロジェクトを進めていた。他のアクターを交える必要性は認識していたが、理事

会に紹介する程度でうまく関係組織を巻き込めず、最初の1年は失敗が多かった。だが、アド

リアナ事務局長の代となってプロジェクトの方向性が明確となったことは大きなインパクト

だった。 
・プロジェクトの方向性が明確になった後にJICAとのコミュニケーションが良くなった。CNREE

組織内で役割が明確になったことで、中央、地方、郡という各レベルが何を決めるべきかが

整理された。JICAの専門家はそれに適切に適応し、協力が円滑になった。 
・プロジェクトに方向性がないという言い方をしたが、プロジェクトを進めていく方針が、自

分（事務局長）がもっていた方針と違っていた。当時は技術部門とマネジメント部門を一緒

に考えていた。当初なぜそのようにしたかは理解できない。4名ではとても達成できないこと

なのに、なぜ4名という体制をとったのか。プロジェクトの誘導の仕方に問題があった。 
・このプロジェクトは当初、医療リハビリが中心的な観点だった。ただ、医療の周りにあるさ

まざまな状況を改善する必要があるという問題に気づいた。CNREEはCBRの必要性を認識し、

JICAと交渉を始めた。 
・プロジェクトに大きな変化をもたらした結果、指標を何度も変えることになった。2009年1月

にCNREEのダイレクターが本邦研修を受けた。日本で上田敏先生と久野研二専門員との打合

せをもった。プロジェクトの頻繁な変化をやめる必要があるという話し合いが行われた。本

質的に変わったのは、1度だけ。医療リハビリからコミュニティ参加型のプロジェクトに変更

してきた。これは本邦研修の経験を踏まえた変更だった。 
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・もう1つは言葉の問題。スペイン語を日本語に直訳できないことがあった。例えば、コミュニ

ティという言葉の理解がコスタリカ側と日本側で違っていた。 
・PDMの指標についてCNREEと頻繁に議論を行ったが、それらは正式な変更ではなく、頻繁に

変えたわけではない。2009年の中間評価では、PDMの見直しを正式に行った。 
・1つ強調したいのは、石橋陽子専門家、佐々木隆典専門家が重要な役割を果たしたこと。CNREE

の考えていることを効果的にJICAに伝え、JICAの考えていることを的確にCNREEに伝えてく

れたと感じる。ただ、チーフアドバイザーは変わってほしくなかった。これはだれが悪いと

いうことではなく、チーフが新しく着任する際は、プロジェクトを自分のものにすることに

時間がかかってしまうためである。（コスタリカの考える）地域リハビリテーションを山本出

初代リーダーに理解してもらうのに時間がかかった。後任の佐々木リーダーも時間がかかる

ことを心配したが、比較的早く吸収してくれた。 
 

2．プロジェクトによる変化 
・コスタリカの障害者支援における、このプロジェクトの最大の意義は、障害当事者が大きく

裨益したことである。このプロジェクトによって、障害者に自分たちの問題は世界共通なの

だということを伝えることができた。投入のなかでリーダー育成研修があるが、本邦研修に

よって障害者の権利とは何であるかを学んだ。リーダーを育成するだけではなく、プロジェ

クト地域外で育った人をプロジェクトに巻き込み、オーナーシップの認識をもたせた。 
・CNREEが障害者支援を実施していくことによって、CNREE自身にも変化があった。①国際協

力に対する付き合い方を大きく変えた。どのように国際協力を活用していけばよいかと学ん

だ。②CNREE職員が、国として障害分野をどう管理していけばよいかを学んだこと。本邦研

修参加者にはCNREEで重要な役割を果たしていたメンバーが多く、役立った。③CNREE内に

なかった視点を得た。すなわち、自立生活と自己決定が障害者にとってどれほど大切である

ことかを教えてもらった。 
・トロピカル化（コスタリカに適した形で応用する）することの重要性。例えば、CBRと障害

者の参加型開発（Inclusive Development）。従来、地域事務所の役割は年金、生活保護等のサー

ビス提供だけだった。実は障害者にエンパワーメントを教え、自立生活を教えるという立場

にあるとプロジェクトに教えてもらい、今はそのように理解している。地域事務所のスタッ

フも自然にこのような考え方を受け入れるようになってきた。 
 

3．今後の見通し 
・プロジェクト終了後の見通しとしては、プロジェクトでやってきた全活動をそのまま継続す

るのはほぼ不可能である。プロジェクトは本邦研修やNGOへリソースを与えることなどがで

きたが、プロジェクトがもっているリソースとCNREEのリソースには差がある。プロジェク

トで達成してきた成果は国内で普及する約束をしている。私たちはCNREE内で広めていくこ

と、外部の機関への働きかけを行う考えである。すべての経験と成果ではなく、一番重要な

成果を国に広めていきたい。 
・具体的に、一番重要な成果となるのはInclusive Developmentである。国家開発計画において、

貧困対策などいろいろな取り組みがあるなかでInclusive Developmentを掲げ、3つのコミュニテ

ィを対象に実施するうえ、今後計6つのコミュニティにInclusive Developmentをもっていく計画
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である（既存のコミュニティでの活動継続と、既存コミュニティでの成果の他のコミュニテ

ィへの普及）。最終的には20のコミュニティで実施することを目標としている。2014年までの

目標は4つのコミュニティで実施すること。 
・その他にも法令により定められたものがある。連携ツールの活用。「障害者統計国家登録」と

いう法令で、コスタリカ政府大統領府が発行する。これからは障害者のもつ情報を統計的に

管理するために、連携ツールを利用する義務があると明記された。 
・2011年から2021年までの障害分野に関する国家政策。①プロジェクトの中央委員会に参加し

ている省庁の代表者がこの法令を守るという書類にサインしている。なぜこれが重要かとい

うと、労働省、厚生省、社会福祉庁等の関係省庁がこれをやると約束しているためである。

①コミュニティベースのInclusive Developmentを促進する、②自己決定と自立生活に係る活動

を進める、の2点が明記されている。したがって、プロジェクトの成果が国全体で広がってい

くことが理解できると思う。 
・国家開発計画でブルンカ地方の3つのコミュニティを対象としているのは、カロイエで成功し

ているからこれらの地域が選ばれたと理解してよい。まさに、このプロジェクトで成果が上

がったから選ばれたのである。 
・中央委員会で、プロジェクトが終了してもプロジェクトが持続的に動くのをモニタリングし

たいとの意見が出ている。11月22日の中央委員会の会議でこれからの取り組みについて話し

合うことにしている。 
・私たちは3年前からメキシコの研修や国際的なCBR会議、国際ICFの会議出席と連携ツールの

紹介等を積極的に行ってきた。この結果、国連の国際会議で発表してほしいとの打診を最近

外務省から受けた。このような働きかけを通じ、中米・アジアの国々から本プロジェクトの

経験と教訓を知りたいとの要望がある。私たちとしても、これまで培ってきた経験を、ラテ

ンアメリカやカリブの国々に広めていきたい。私たちの直面した課題、そのとき取った解決

策を積極的に伝え、普及させていきたいとを考えている。 
・アメリカ諸国ネットワークというものがあり、2009年に結成し機能する予定だったが、やっ

と2011年5月から正式に動き出すことになった。なぜ難しかったかというと、アメリカ諸国の

人は、CBRというと、コミュニティレベルでの医療サービスのみという概念だったためであ

る。CBRにはリハビリテーションだけではなく、沢山の取り組みがあるということを説明し

てきたが、やっと理解を得て動きだすことができた。 
・今後障害者支援を促進していくにあたって、CNREEとしてマイナス要因はない。プロジェク

ト自体はすべてプラスに働いているといっても過言ではない。当初直面した問題自体も、そ

れを解決するにはプロセスでどうすればいいかを学ぶことができた。 
・ただし、外部要因はあると考える。CNREE内部で何かある場合（例えば、運営体制変更、マ

ネジメントレベル変更）や、税制を大幅に変更することによる予算の減少などという外部要

因がないわけではない。が、このような現状を踏まえて、予算を得る努力をして外部要因の

極小化に努めている。 
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5．障害当事者とのワークショップ 

 
日 時 
会 場 

2011年11月15日（火）10:00～12:30 
CNREEブルンカ支部 

出席者 障害当事者12名 
佐々木 隆典 JICA専門家（チーフ・アドバイザー/チームリハビリテーション）

石橋 陽子 JICA専門家（業務調整/障害者インクルージョン） 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方  法：以下の質問に対し選択式で回答（赤い丸シールを貼付）してもらうとともに、その

理由をカードで書いて貼ってもらった。本人が書けない場合、通訳、日本人専門家、

周囲の参加者が随時カード書きを支援しつつ進めた。思った以上に支援が必要な参

加者や場面があったが、関係者の臨機応変の対応により、ことなきを得た。 
実施結果：実施結果は以下のとおりである。 
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成果５（エンパワーメント） 

1．プロジェクトの活動によってエンパワーメントはどれだけ進みましたか？ 
非常に進んだ 

11 
進んだ 

0 
あまり進んでいない 

0 
ほとんど進んでいない

0 
2．エンパワーメントによって具体的にどんな良いことが起きましたか？ 

主な内容 順位づけ（人数） 要 因 
（1）当事者の能力と自

信の向上 
12 研修（日本研修を含む）、ワークショップ 

（2）権利主張と視覚化 ５ 研修（権利に関する）、プロジェクトがハブと

して機能したこと（政府・民間企業との） 
（3）自立と自己決定 
 

４ 研修、政策、コーディネーション促進（政府・

民間企業との） 
（4）リソースを得られ

やすくなった（バリア

フリーバス等） 

１ （時間的制約により割愛） 

（5）権利擁護 
 

０ （時間的制約により割愛） 

（6）周囲の人々とのコ

ミュニケーション向上

２ （時間的制約により割愛） 

3．エンパワーメント促進があまり進んでいない点はありますか？あるとしたら何ですか 
・アクセシビリティーに関する政府職員の態度 
・今後のフォロー、全国展開のための戦略 
・研修後のフォロー（学んだことを実現するための政府の対応、予算確保←政府の財政難） 
・コンフリクトの調整（コミュニティレベルのグループのコンフリクト） 
4．これからもエンパワーメントは促進されていくと思いますか？ 

強く思う 
12 

思う 
１ 

あまり思わない 
０ 

思わない 
０ 

その理由は何ですか 
【強く思う】 
・各コミュニティに良いリーダーがいて、仕事を続けてくれる。 
・もうグループが他のグループをエンパワーしていけるから。 
・活動を展開していくための知識を得たから。 
・自分たちの可能性を強く信じているから。 
・障害者へのリスペクトが向上したから。 
・言葉だけでなく、行動に移していける。行動できることがわかっているから。 
【思う】 
・コミュニティグループの団結力が不十分（なので「強く」とは言えない）。 
 
 

その他の重要なポイント 

1．就労機会 
（1）プロジェクト活動によって就労機会はどれだけ増えたと感じますか？（企業による障害者

を含む求人と障害当事者による起業を含む） 
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非常に進んだ 
１ 

進んだ 
９ 

あまり進んでいない 
０ 

進んでいない 
２ 

（2）増えた理由／増えない理由は何ですか？ 

【非常に進んだ】 
・プロジェクトの実行による。 
【進んだ】 
・障害者のエンパワーメント（当事者による企業、タマル工場等） 
・もう知識もコンタクトもある。 
・労働省との連携 
・行政と民間企業の努力 
【進んでいない】 
・企業の理解があまり得られていない。 

2．障害当事者のニーズとどの程度合致していますか？ 

 非常に合致 合致 あまり合致しない 合致しない 

医療リハビリ ７ 1 4 0 

就労機会拡大 10 2 0 0 

CBR 9 2 0 0 

エンパワーメント 13 0 0 0 

障害者の社会参加とイン

クルージョン 
12 0 0 0 

3．5年前と比べて、障害者の社会参加は進んでいると思いますか？ 

強く思う 
10 

思う 
1 

あまり思わない 
0 

思わない 
0 

その理由は何ですか? 
【強く思う】 
・エンパワーメントによる。 
・知識を得たから。 
・社会に出て存在が見えるようになったから。 
・人が変わり、コミュニティが変わったから、他。 

4．3年後（2015年3月）までに、ICFに基づく「活動と参加」の項目で障害者の数は増えると思

いますか？ 

強く思う 
9 

思う 
4 

あまり思わない 
0 

思わない 
0 

その理由は何ですか? 
【強く思う】 
・障害者自身のモチベーションにより参加が増える。 
・政策に圧力をかけられるから。 
・リーダーが他の障害者をエンパワーできるから。 
・なぜなら重要だから。 



 

－198－ 

補足：（質問4．に関する議論メモ） 
エンパワーメントが進んでいない点があるとしたらなぜですか？ 
・行政による研修実施のための支援がないこと。現在はプロジェクトが、研修を行うための交

通費を支給するなど当事者が研修を実施するための仕組みがあるが、行政にはこの仕組みが

ない。プロジェクト終了後は、行政がこの役割を担うよう働きかけていかなければならない。 
・（当事者の）コンフリクトの調整機能が弱いこと。コンフリクトとは、当事者団体間のものと、

当事者とコミュニティ間のコンフリクトがある。 
・プロジェクトを国内に広めるために延長してほしい。成果が出ているが、行政と地域レベル

で活動をもっと強化する必要があるからプロジェクトを延長してほしい。 
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6．障害当事者団体、NGOとの面談 

 
日 時 
会 場 

2011年11月15日（火）14:00～16:30 
CNREEブルンカ支部 

出席者 障害当事者団体、NGO代表者15名（途中、参加者の都合により人数に増減あり） 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1．NGOネットワークがうまく進んでいないという意見があったが、認識を教えてほしい。 
a）大変進んでいる ：0 
b）進んでいる ：1 
c）あまり進んでいない ：14 
d）まったく進んでいない ：0 

2．NGOのネットワーク化は必要だと思うか？→全員（15名）Yes 
3．ネットワーク化が進んでいない理由は何か？ 

a）情報共有が図れていないから。どこでどのようなNGOが何をやっているのか、そのような

情報が不足している。 
b）ネットワークとして機能していない。会議などの情報共有の機会がない。 
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c）経済的なリソース不足。 
d）ネットワークを運営する手法がわからないので教えてほしい。 
e）NGOの姿勢が適切でない。ネットワーク化をするための積極性がない。 
f）それぞれのNGOが自分たちの役割だけを重視して、その他のNGOが何をしているかに無関

心。端的に言えば、自己中心的である。これからはNGOが他のNGOにも関心をもって連携し

て活動を進めていく必要がある。 
g）NGOが活動を開始するためには資金が必要。頭のなかの計画だけで終わっている。資金と

は、交通費や宿泊費などの費用のこと。 
h）インターネットを活用するなどすれば、わざわざ人が集まる機会をつくらなくても済むの

ではないか。 
i）ネットワークづくりを学ぶことのできる研修が必要。 
j）ネットワークの必要性を明確にすることが大切だと思う。自分はネットワークの代表を務

めているが、何をするべきか正直わからない。以前はNGO間での連携がなかった。会議の場

を設定して、会議での議事を報告したりしていたが、プロジェクトの研修を行う際はNGOが

集まるから、現在は何をしていいかわからない。当初は、このプロジェクトやCNREEの地方

委員会や会議にだれを呼ぶべきかを設定することが役割だと思っていたが。 
4．NGOネットワークが必要だと全員回答されたが、必要な理由は何か？ 

a）今までNGOはグループであり、カロイエプロジェクトにぶら下がっているものであると認

識していた。必要な理由は、行政に掛け合う際に圧力が高まること（→参加者15名全員同意）。 
b）例えばある団体がコスタリカの社会保険公庫に研修など利益になることをお願いした場合、

ネットワークがあれば、受益者は特定の地域にとどまらず、地域全体に波及していくという

インパクトをもち得る。 
c）私はテラバのDubonの代表をしている。最初にネットワークづくりに取り組もうとしたと

き、リソースもなく必要性もわからなかった。わかったことは、各NGOは別々の活動計画を

もって、コミュニティのニーズに合った活動を展開していることだ。以前はそれが明確でな

かった。必要なのは情報共有。どんな団体があり、どのような活動をし、どんな課題をもっ

ているのか、経験の共有が必要。 
5．行政などとの組織との情報共有は、プロジェクト開始前と比べて強化されたか？ 

a）非常に強化された。 ：13 
b）強化された。 ：0 
c）あまり強化されていない。 ：0 
d）全く強化されていない。 ：0 

6．特に進んでいるところはどこで、進んでいないところはどこか？ 
a）進んでいるところ ：社会保険公庫、社会福祉局、市役所、CNREE、労働省、

教育省 
b）進んでいないところ ：職業訓練学校、市役所、電気公社 

7．行政との情報共有が強化された要因は何か？ 
a）カロイエプロジェクトがうまく中に入って、組織間の情報共有や調整をさせる役割を適切

に行った。特に、教育省と社会保険公庫の関係が変わった。以前は障害をもった子が入学す

る際は教育省に何も情報共有がなかった。具体的にいうと、社会保険公庫から教育省に対し
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「こういう障害児が入学するからこのような配慮が必要である」というような情報共有がな

されるようになった。 
b）強化されている、されていないということではなく、心配なことがある。今まではプロジェ

クトが中心にいたからさまざまな調整機能を果たしてきた。私たちはNGOとしてプロジェク

トと同じインパクトをもっていくとは考えられない。プロジェクトに対する対応とNGOに対

する対応は変わるのではないか。これから私たちがハブの役割を果たせるかどうかが心配。 
c）5年前と比べるとカロイエプロジェクトにさまざまなことを教えてもらった。私たちは、プ

ロジェクト終了後にNGOがプロジェクトと同じインパクトをもたないという意見には賛同し

ない。プロジェクトが終わるから、同じことができなくなることはない。プロジェクトから

身につけたことを活用して、引き続き自分たちの目的を達成するために、ずっとプロジェク

トを進めるために、これからも続けていく意思があることを理解してほしい。プロジェクト

がなくなってもできると確信している。 
8．皆さんの地域でCBRはどれくらい進んでいると認識されているか？ 

a）とても進んでいる ：16 
b）進んでいる ：0 
c）あまり進んでいない ：0 
d）全く進んでいない ：0 

9．促進要因は何か？ 
a）個人のエンパワーメントとコミュニティのエンパワーメントが進んだ点だと思う。コミュ

ニティにおける催しの際、障害者が参画する機会が増えた。 
b）コミュニティとしてどれだけの権利があるのか、ということをプロジェクトに教えてもら

った。スロープが必要であれば、コミュニティが行政機関に掛け合って訴えるようになった。

プロジェクトがきっかけで、このような要求ができるといことを学ぶことができた。今は、

コミュニティとして要求を行政に強く伝えることができる。改善された例として、バスのリ

フト、ホテルのスロープ等がある。 
10．改善された例はほかにあるか？ 

a）テラバではプロジェクトが来る前は、活動が動いていなかった。プロジェクトがきっかけ

で、テラバの障害者委員会が発足した。その後タマル工場零細企業ができた。それを適切に

管理するための研修を職業訓練センターに申請し、研修を実現した。 
b）テラバでは物理的に変わったものと質的に変わったものがある。質的には、コミュニティ

の対応の仕方が大きく変わった。物理的には教会、小学校、中学校、保健所にスロープがつ

いた。5年間に比べたら考えられないことである。これから新しく建てられる建物には、十

分なドアの幅とスロープを備えることが義務づけられている。 
c）リオクラードに住んでいる。障害者当事者によるパレードを行ったとき、自治体と民間企

業から金銭的な支援を受けた。リオクラードの全バス停がバリアフリー化し、すべてアクセ

シブルになるための計画を立てている。社会福祉局、シャダイ、職業訓練学校から研修、レ

ストラン、観光施設にスロープ設置等のバリアフリー化、障害者のレクリエーション活動を

実施した。その際、個人（自己資金）、市役所、民間企業、カロイエプロジェクトの協力を

得た。交通警察に来てもらって、リオクラードに呼んでバスのリフトがついているかどうか、

機能しているかどうかを取り締まった。CNREEとうまく調整した結果、そのようなことがで
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きた。 
d）ペレセレドン。エンパワーメントは個人ではなく、組織で動くことを学んだ。厚生省、交

通警察を巻き込むことができている。公共交通機関のバリアフリー化と、運転手の応対も向

上した。地方自治体のトイレなど、バリアフリー化しているか調査もしている。市役所にス

ロープができた。医療機関もバリアフリー化。法律7600を守れているかどうかを取り締まっ

ている。National Bankに障害者用トイレが設置された。 
e）ペレセレドン。パンアメリカハイウェイにバス停のそばに雨水を排水するための水路があ

り、車椅子でその水路を渡ることができず、不便を強いられていた。が、市役所に働きかけ

ることで水路を渡るための橋を架けることができた。 
f）ペレセレドン。障害者同士を1つのグループとして取りまとめることにより、一緒に活動を

することができている。 
11．研修で得たさまざまな知識が定着し、ここらから普及していくと思うか？また、そのために

何が必要か？ 
a）自分たちが活用することが重要。プロジェクトでは普及の環境が整っていたが、これから

はその環境の整備を自分たちが進めていく必要がある。まずはコミュニティレベルでの環境

整備が必要であり、次に国レベルで必要。 
b）補足。普及する気持ちがあるということではなく、普及する義務があると考えている。義

務を果たすのは地域だけではなく、国全体で普及していく義務がある。ガナカステ（北部）

という地域に行き、この地域の障害者にプロジェクトで学んだことを伝えた。障害当事者が

障害当事者に何かを教えることは、健常者が障害当事者に行うより有効性が高いと感じた。 
c）私たちは、それぞれの組織が知識を移転してもらっている。特定の団体だけがその知識を

もっていると、普及していかない。 
d）プロジェクトがなければ、今の私たちは存在しないと思う。CNREEはこれまで私たちにさ

まざまな形で教育をしてきた。しかし、プロジェクトは教育と方法論に加えて、実践的に活

用する機会も与えてくれた。そのようなプロジェクトに心から感謝したい。研修に行くこと、

講師として派遣され、人の前に立って発表する機会を重ねることで、勇気をもった。 
日本のような街づくりをこちらにももってきたい。道路と歩道をきちんと整備し、障害者

が安全に行き来することができる環境づくりを進めることが夢。生きている限り、活動を続

けていきたい。 
e）カロイエプロジェクトに感謝する。プロジェクトは私個人に変化をもたらした。また、コ

ミュニティに変化をもたらした。感情面、気持ちの部分を変えてくれた。最後にコメント。

私と介助者はこれからブラジルに2カ月行き、カロイエの経験を話してくる予定である。 
12．これまで出たプロジェクトによるプラスの効果以外のことで、カロイエプロジェクトの実施

により、プラスに働いたインパクト、マイナスに働いたインパクトがあれば教えてほしい。 
a）コメント。私はDubonのメンバーである。地域の開発委員会のメンバーでもある。構成員

はいろいろだが、1つは原住民団体。原住民は原住民だけで生活すればよいという差別的な

考え方があり、原住民は差別を受けている。私たちは人権や障害者の法律に基づいて一緒に

生活することを主張している。これからもプロジェクトで得たことを、コミュニティのなか

で生かしていきたい。 
b）プロジェクトを通して私たち障害当事者には権利があるということを学んだ。最近、大統
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領府に行って副大統領に会い、障害者の生活改善のための訴えをしている。周りから見れば、

うるさいおじさんと思われていると思うが、これもプロジェクトのおかげである。 
c）個人的に大きくプロジェクトから影響を受けている。1年前に参加し始めたばかりだが、

性格が完全に変わった。障害者運動の役割も違う。自分の生活を充実させることができる、

他人を助けられる、自己決断できるということを学んだ。今では、他者にこのようなことを

伝えることできる。 
d）コミュニティにおける障害者に対する認識に変化が起こったこと。コミュニティが障害者

を受け入れるようになった。 
e）私のプロジェクトとのかかわりは2年ほど。私は成り行きで特殊教育の先生になって、成

り行きでプロジェクトにかかわるようになった。偶然だったが、かかわることができて感謝

している。特殊教育だけが必要なのではなく、他にも多くのことが必要であるということを

プロジェクトが気づかせてくれた。このような変化はありがたく、感謝するものだと思う。 
f）人との付き合い方をプロジェクトは教えてくれた。3年前からかかわっている。以前は人と

の関係をもつことが苦手だった。人と付き合うことの重要性を教えてくれた。障害者であっ

ても他者と同じように生きていく権利があるということを認識した。所属するNGOの仕事を

進めるにあたって、他者に頼まざるを得ない場面が出てくるが、仕事の頼み方、相手の立場

を考えた「人との付き合い方」を学んだ。 
g）私は3年前からこの運動にかかわった。私は子どもが障害をもっているという認識をもっ

ていなかった。他のコミュニティの人と出会い、初めて自分の子どもは障害をもっているこ

とを認識した。子どもが病気になり、サンホセに行って治療を受けた時、娘は治療のため多

くの管をつけられたが、その際に多くの障害児が病院に来ていることに気づいた。私は政府

に支援を要求するということを学んだ。娘、息子は生活できている。プロジェクトがなかっ

たら自分の子どもは今のように育ってはいないと思う。 
h）私は、法律7600をよく勉強している。障害者は社会に参加して生きていく権利をもってい

るだけではなく、同じ境遇にいる障害者を助ける義務があると考えている。 
i）私がコミュニティを代表していえることは、私たちはいろいろなものをもらったというこ

とだ。お金ではなく、知識。お金より高価な知識。コミュニティはどうしたらバリアフリー

になるのか、コミュニティの認識をどうやって変えていけばいいのかを学んだ。可能な限り

学んだことを継続して実行していきたいと考えている。 
j）個人的に満足感と、運動をする勇気をもらった。障害の子どももいないし、家族にも障害

者がいない。プロジェクトがはいってきたとき、マヌエルホームという知的障害者の施設を

みる、NGOネットワークの代表を務めることになった。どういう障害者がいて、どういうニ

ーズをもっているかなど、毎日勉強の日々だった。宝物は戦う精神と、このような素晴らし

い人達とかかわっていくための機会を与えてくれたこと。それが、プロジェクトがくれた一

番のものだ。 
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7．コトブルス郡サンビートの障害者リーダーとの面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月16日（水）8:15～9:00 
カロイエ・プロジェクト事務所（ペレセレドン） 

出席者 Mr. Miguel Cubero （コトブルスバリアフリーネットワーク委員、障害者団体

「X29」代表） 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 財）国際開発高等教育機構 

 
1．ローカル委員会のメンバー数、活動状況の変化 
・コトブルス郡におけるローカル委員会はメンバー数が増え、拡大を続けている。当初のメン

バーは、郡保健所、厚生省、社会福祉省、教育省、郡役所、電力公社、水道会社等であった。

これらに加え現在では、労働省、職業訓練庁、社会保険公庫、保健分野のコミュニティ・リ

ーダー、地域開発住民団体（5～6団体）、NGO等が加盟している。 
・ローカル委員会の会議開催頻度は当初毎月1回であったが、現在は月2回と頻度も増えている。 
・プロジェクト開始前は、自分が所属している団体以外は存在していなかった。また、意欲は

あったが方法を知らなかった。カロイエ・プロジェクトは研修を通じて、権利と人権、運営

管理の方法、調整の仕方、計画策定方法等を教えてくれた。 
 

2．関係者の能力、意識の変化 
・プロジェクト開始当初は、たくさんの人がお金をもらえると期待してプロジェクトに集まっ

てきた。現在、そのような人は1人もいない。皆、カロイエ・プロジェクトはお金より大切な

ものを与えてくれると認識して集まってくる。 
・CBRを計画、実施、評価のサイクルに沿って独力で運営管理できる能力としては、プロジェ

クト開始当初はローカル委員会が独力で行える部分は25％程度であったが、委員会が拡大す

る前の時点で75％程度となり、現在では100％独力で運営管理できている。 
・100％独力で運営管理できるようになるために最も大切だったことは、やる気と姿勢であり、

「決断とコミットメント」である。カロイエ・プロジェクトの研修やワークショップによっ

て皆が自らの問題であると認識するようになったことが、これらの要因となっている。 
・数カ月前に労災保険公社に依頼されてワークショップを開催しに行った。当初はメンバーの

ためだけの団体だったが、コスタリカのだれにでも対応できると自らの意識を変えるワーク

ショップとなった。 
 

3．今後の継続可能性 
・カロイエ・プロジェクトが終了しても、コトブルス郡のローカル委員会の活動は郡内及び郡

外の双方において継続する。この理由は、同郡がコスタリカで初めてCBRを適切に導入した

郡として認められ、国家がコトブルス郡をモデル地域として取り上げ、政策として今後も普

及推進されることが決まっているからである。 
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4．障害当事者の就労機会 
・障害当事者の就労機会はプロジェクト開始前と比べあまり増大していないが、関係者は努力

はしている。 
・障害者を対象とした1万1,700m2の敷地に複合施設の着工が2012年6月頃をめどに予定されてい

る。この中で障害者の雇用機会増大を目的とした福祉装具工場等（福祉装具製造、車椅子修

理、リサイクル、障害者用教材作成等）を建設すべく計画中であり、これが実現すれば新た

な就労機会増大につながる見込みである。 
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8．医療リハビリテーション関係者との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月17日（木）8:30～9:30 
カロイエ・プロジェクト事務所（ペレセレドン） 

出席者 Mr. William Calderon ゴルフィート地方病院 理学療法士 
Mr. Olber Chavez トーマスカサス地方病院 理学療法士 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
1．医療リハビリテーションサービス改善の具体的内容 
・1年前からのことしかわからないが、医療リハビリテーションサービスの向上とリファラルシ

ステム改善の双方をめざしていたと理解している。 
・地方病院の医師がカロイエ・プロジェクトと連携して、理学療法士の技術改善が促進されて

いる。 
・リハビリテーションサービスは、サービス提供側からみても、コミュニティからみても、大

きく改善されたと思う。以前は、医療リハビリテーションサービスを受けようとする人は行

く先々の医療機関で最初から診察や検査を受けなければならかったが、現在では大幅に改善

された。 
・活動計画や実施計画のフィードバックをカロイエ・プロジェクトのマネジャーたちが的確に

行ったため、病院関係者とプロジェクトの連携が向上した。 
・プロジェクト実施前はコミュニティが医療リハビリテーションサービスの存在を知らず、医

療リハビリテーションの重要性についても意識が低かった。また、保健所にはリハビリ医不

在のため、全患者がペレセレドンに行かねばならないと思っていた。現在は情報共有が進み、

コミュニティと医療リハビリテーション関係者の意識が大きく変化した。また、上部医療サ

ービス機関にリファーされるべき患者の基準が明確になり、共有されるようになった。この

変化をもたらすきっかけとなったのはバルガス医師で、2009年1月頃から巡回を行い、診断プ

ロトコル（ペレセレドンに送るべきリファラルの基準）に関するアクションプランを作成し

た。現在ペレセレドンの域内では、このプロトコルに沿ってリファラルが機能している。 
・プロトコルに沿って域内でリファラルが機能するに至った要因は、プロジェクトによる研修、

理学療法のための器具（歩行訓練用具、鉄棒、ボール等）、目的自体の的確さであると思う。 
・プロジェクトが開発した連携ツールは、（理学療法士という立場なので）個人的には使ってい

ないが、各病院のソーシャルワーカー、及び保健所では活用されている。 
 

2．今後の見通し 
・カロイエ・プロジェクトが終了しても、改善された医療リハビリテーションサービスの状態

は維持されるだろう。改善点はあるが、プロジェクトで研修を受けたことにより、方法は既

にわかっている。 
・コミュニティのエンパワーメントと社会保険公庫の調整により、リハビリテーションサービ

スが向上した。サービス提供側のみならず、コミュニティ側のエンパワーメントが、向上に
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大きく寄与している。 
・プロジェクト・マネジャーの果たした役割が非常に大きかった。プロジェクトの効果を確実

に継続させるために、ぜひプロジェクトに残ってほしい。 
・プロジェクト終了後の全国展開は可能だろう。ただし、健常者からはお金の負担に批判的な

声もあり、他地域ではまだ意識が変わっていない。ブルンカ地方でそうであったように、ま

ずは意識改革から始める必要がある。 
・対象地域の障害当事者は、プロジェクト実施前は支援を受けるだけだった。今は当事者側も

社会に貢献できると気づいており、ペレセレドンでの社会参加は進んでいる。重要だったの

はプロジェクトによるエンパワーメントであった。 
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9．地方委員会メンバーとの面談（グループ・インタビュー） 

 
日 時 
場 所 

2011年11月17日（木）11:00～12:00 
カロイエ・プロジェクト事務所（ペレセレドン） 

出席者 地方委員会委員 （全12名。途中出入があったため、各回答の小計に変動あり）

フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
 

1．カロイエ・プロジェクトによって、障害者支援に関する関係機関の連携は進んだか？ 
a）大変進んだ 11名 
b）進んだ 0名 
c）あまり進んでいない 0名 
d）全く進んでいない 0名 

計 11名 
［理由・コメント］ 

・コミュニティのニーズと合致していたから。 
・プロジェクト実施前は各機関が個別に動いていたが、実施後には1つになって動いている。 

 
2．関係機関の情報共有に、連携ツールはどれだけ貢献したか？ 

a）大変貢献した 4名 
b）貢献した 0名 
c）あまり貢献していない 5名 
d）全く貢献していない 1名 
e）わからない 1名 

計 11名 
［理由・コメント］ 

・既に組織として既定のフォーマットがあり、変更は難しい（社会福祉局）。 
・医療に関する組織・関係者以外はあまり関係がない。 
・リファレンスで役立っている。他のフォーマットもあるが、連携ツールを併用することに

より社会保険公庫との連携に役立っている（教育省）。 
 
3．委員会のデザイン（中央－地方－ローカル）は適切であったか？ 

a）大変適切 0名 
b）適切 1名 
c）あまり適切でない 7名 
d）全く適切でない 1名 
e）わからない 2名 

計 11名 
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［理由・コメント］ 
・中央委員会が判断権を握り、ブルンカ地方に判断権がないことにより、時間的ロスを招く

ことが多かった。 
・ローカル委員会の設置は適切だったが、中央委員会は適切でなかった。 

 
4．地方委員会－ローカル委員会は機能したか？ 

a）大変機能した 6名 
b）機能した 4名 
c）あまり機能していない 0名 
d）全く機能していない 0名 
e）わからない 2名 

計 12名 
［理由・コメント］ 

・コミュニケーションが適切にとれた。物理的にも近く、プロジェクト・マネジャーによる

調整の仕方も良かったため。 
・各自の努力が実ったため。 
・中央委員会が判断権を握り、ブルンカ地方に判断権がないことから、時間的ロスを招くこ

とが多かった。 
・ローカル委員会の設置は適切だったが、中央委員会は適切でなかった。 

 
5．CBRはどれだけ推進されたか？ 

a）大変推進された 6名 
b）推進された 4名 
c）あまり推進されていない 0名 
d）全く推進されていない 0名 
e）わからない 2名 

計 12名 
［理由・コメント］ 

・プロジェクトがCBRの考えを強化したから。プロジェクト実施前から障害者の現状を把握

し、今では天と地の違いとなった。外部から見ると小さく見えるかもしれないが、内部か

ら見ると巨大な差である。 
・同感。法律7600が制定され、各機関が法律を守ろうとしており、住民の意識も変化してき

た。例えば、市役所にスロープができ、リフト付バスができ、バスに気持ち良く乗せてく

れる人々（運転手や乗客）が増えた。また、道路と排水溝の間に車椅子用の通り道が作ら

れた。以前はほとんどなかったのに現在は障害者がバスに乗っていることが増えた。 
・障害当事者が主体となって活動を進めたことが大きな要因（以前は受身だった）。障害当

事者が自ら変化を起こそうとする動きをとっており、これはカロイエ・プロジェクトの成

果5によるものだ（全員同意）。 
・障害当事者が動く時に、地方委員会メンバーが協力的な姿勢を見せたから。 
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6．CBRローカル委員会は現在、自立的に問題把握・計画・実施・モニタリングのサイクルを回

しているか？ 
a）大変そう思う 0名 
b）そう思う 12名 
c）あまりそう思わない 0名 
d）全くそう思わない 0名 
e）わからない 0名 

計 12名 
［理由・コメント］ 

・（特になし） 
 

7．関係機関の連携は、プロジェクト終了後も続くと思うか？ 
a）大変そう思う 2名 
b）そう思う 5名 
c）あまりそう思わない 5名 
d）全くそう思わない 0名 
e）わからない 0名 

計 12名 
［理由・コメント］ 

・原則として終了後も継続する約束だが、他の地方（リモン市）に普及させることになって

おり、他地方への普及にあたり職員が1名しかいないため、今後もブランカに来られるか

どうかわからない。 
・プロジェクトが終了しても今日ここに参加している人は来るが、今日欠席している人はも

っと来なくなるだろう。そうなれば、今日来ているメンバーの意欲も下がっていく可能性

がある。 
・4月に持続性に関するワークショップがあり、各組織がアクション・プランを発表した。

全組織が地方委員会の継続を約束しているので大丈夫。 
・今日来ている人はJICAとカロイエプロジェクトが招集したから来ているのであって、自ら

進んで来たわけではない。 
・JICAがいなくなっても、障害者支援は残る。JICAのためでなく、障害政策の一環として理

解してほしい。 
・これまでプロジェクト・マネジャーたちがハブとして機能してきた。その人達がコンセホ

に専属として残らないと、集まる機会が減る可能性がある。 
 

8．CBRローカル委員会は、プロジェクト終了後も継続的・自立的に問題把握・計画・実施・モ

ニタリングのサイクルを回していけると思うか？ 
a）大変そう思う 6名 
b）そう思う 6名 
c）あまりそう思わない 0名 
d）全くそう思わない 0名 
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e）わからない 0名 
計 12名 

 
9．3年後、ブルンカ地方で障害当事者の社会参加はどの程度進んでいるか？ 

a）大変進む 4名 
b）進む 7名 
c）あまり進まない 1名 
d）全く進まない 0名 
e）わからない 

計 11名 
［理由・コメント］ 
・重要な要因として挙げられるのは、障害者の意欲、関係組織の支援と協力（予算、指導）。 
・予算は重要。社会福祉局としては、自立生活運動の人々に補助金を出している（普通の補

助金より高い）ので、今後受給者数が増えると厳しくなるだろう（現在、社会福祉局の年

間予算には自立生活という費目はなく、運用で出している状況）。 
・働ける人は働けるようにすべきだ。依存心のある障害当事者が多いので、当事者が社会の

一部として経済にも貢献すべきことを認識しなければならない。今は、よくて100人中5人
が認識している状態。残りは不安や自己憐憫が大きい。どう社会参加を明確化するかが重

要だ。 
 

10．3年後、プロジェクトの経験を生かして他の地域へも波及すると思うか？ 
a）大変そう思う 4名 
b）そう思う 8名 
c）あまりそう思わない 0名 
d）全くそう思わない 0名 
e）わからない 0名 

計 12名 
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10．労働省関係者との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月17日（木）13:30～14:30 
カロイエ・プロジェクト事務所（ペレセレドン） 

出席者 Ms. Ana Lorena Chavez 労働省機会均等課 課長 
Ms. Rosa Maria Quiros 労働省機会均等課 
Ms. Marcela Elizondo 職業訓練センターブルンカ支部 就職担当 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
1．就労機会増大のための投入・活動状況 
・労働省の本プロジェクトへの投入総額（人件費、旅費を含む。2007～2012年）はUS$139,880.76

であった。うち、中小企業支援プログラム（PRONAMIPE）からは2010～2014年の5年間にわ

たり、年間900万コロンの予算を確保している。 
・2010年の労働省による研修の受講者数は95名、2011年の4つのコミュニティで研修受講者は449

名の見込である。 
・2011年には職業訓練センターと合同で21社に企業訪問を行い、障害当事者が応募可能な求人

の有無及びその適確性につき調査した。 
・ジョブ・コーチ研修については今年60名が受講した。また、既に6名のジョブ・コーチが育成

されている。 
・毎月1回、成果3（就労機会増大）に関し定例会議を開催している。 
 

2．就労機会の変化の有無 
・就労機会の増加状況についてのデータはない。最初は企業訪問すらできない状況であったた

め、まず訪問以前に経営者の意識を変えることから始めなければならなかった。その後企業

訪問を行って、障害者が働く機会の有無につき調査を開始した。さらにその後、起業の可能

性も検討するようになった（テラバ等）。 
・データベースがないため、どこにどのような人が住んでいて、どんな機能障害と就職可能性

があるのかがわからないことが大きな問題。このため、プロジェクトが開発した連携ツール

を用いてデータベースを確立する必要があり、やっとこれから本格的に行われようとしてい

る。 
・首都サンホセと異なりブルンカ地方の経済は上向きでないうえ、転職が少ないことから、雇

用自体が増加しない。 
・就労機会が増大しない主な原因は、①元々の状況が悪すぎること、②労働省の人材不足（本

省に計3名）、③文化的に過保護であること（補助金を当事者に渡す方が、就労機会を増やす

より安くて、楽だとする考え方）、④職訓コースの受講条件が「小中学校卒業以上」であるこ

と（ブルンカ地方は貧しく小中学校未修了者が多いため、受講できない）、などである。 
・2011年に10の就労機会を見つけたが、1件も活用できなかった。主な理由は、①マッチングが

難しい、②当事者自らが断る（補助金を失いたくないため）、③会社側が事前に特定知識・技

術の修得を希望する（障害者は修得の機会が少なく、すぐに対応できにくい）、等。 
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・テラバのタマル工場の起業では、直接裨益者12名、間接裨益者と併せると96名である。 
 

3．今後の見通し 
・本プロジェクトでの経験を踏まえ、リモンにて普及を行う。ただし、プロジェクト内容のす

べてでなく、①組織連携と情報共有、②国家開発計画で2年間人材育成等を行う、③広報活動

（セミナー、発表会、パンフレット配布等）を効果的に用いて住民に活動を知らしめつつ、

関係機関に対しても意識改革を行っていく。 
・今後の就労機会増大に向けて、ジョブ・コーチを必ず設けてマッチングのフォローを行うこ

と、障害当事者による起業の際には、労働省とともに相談しつつ進めること等が重要である。 
・労働省では障害部門だけでなく、オペレーション部門や職業訓練、PRONAMIPE等、全部門に

おいて障害者配慮を行うことが義務化された。その調整は障害者部門が行う。 
・職業訓練センターの受講資格緩和は、中央で変えない限り、地方で変更する権限はない。 
・コスタリカ政府の財政状態は良くないため、4～5年は公務員を増員できない。このためまず、

できることから対応していく。 
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11．国立リハビリテーションセンター関係者との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月18日（金）14:00～15:00 
国立リハビリテーションセンター（サンホセ） 

出席者 Dr. Federico Montero Mejia 国立リハビリテーションセンター副院長、中央委員会

メンバー 
佐々木 隆典 JICA専門家（チーフ・アドバイザー/チームリハビリテ

ーション） 
桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
1．プロジェクトが意図した医療リハビリテーションサービス 
・（成果2の意図が当初は医療リハビリテーション関係者技術向上にあり、その後リファラルの

改善にシフトしたのか、との問いに対し）本プロジェクトの策定時にはWHOに勤務していた

ため詳細について語る立場にないが、そもそも当地では医療リハビリテーションサービス従

事者が少ないことから、当初はこれら人材育成を主眼としていたというより、始めからリフ

ァラルの改善により少ない人的資源を最大限活用することにより同サービスを受けるべき人

が受けるべきタイミングで受けられることをねらったと理解するほうが自然である。 
 

2．プロジェクト実施による具体的な変化 
・インクルーシブ開発の考え方の正当性が多くの人々に受け入れられたこと、障害当事者の社

会における役割が認められたことが、プロジェクトが引き起こした最も大きな変化といえる

だろう。 
・病院関係者や省庁職員等が本プロジェクトでブルンカ地方を訪問したことで、中央にも影響

を与えたといえる。 
・日本研修は大きな変化を引き起こすきっかけづくりとなった。 
・障害当事者の社会参加という点で、プロジェクト開始前と比べて明らかに大きな変化が引き

起こされている。新たな障害者リーダーが生まれ、障害者の役割に対する認識が変化し、そ

れが上層部を含む複数の政府機関に認識され、当事者の誇りと尊厳が守られようとしている。

現在のブルンカ地方の状況は他地方と比べ大きな差がある。 
・本プロジェクトの実施により、国家レベルで政府機関がプロジェクトの成果を認識したこと

は、コスタリカにとって大きな意味がある。 
・国立リハビリテーション・センターは通常地方との接点をあまりもたないが、本プロジェク

トを通じて接点が生まれ、コミュニティを知った。これもプロジェクトが引き起こした変化

といえよう。 
 

3．今後の見通し 
・プロジェクトが引き起こしたこのような変化は、終了後も続くだろう。根拠として挙げられ

るのは、関係者の意識の変化である。リハビリテーション医が訪問診療を行う機会は減ると

思われるが、リファラルシステムが改善されているため、効果継続が期待できる。 
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・リファラル改善により、これまでアクセスできなかったがリハビリテーションニーズの高い

障害者への治療が増える可能性は確かにあり、ペレセレドンの地方病院にはリハビリテーシ

ョン医は1名しかいないが、現在育成中のリハビリテーション医を同地に派遣する計画である。

派遣時期は2013年となる見込み。 
・そもそもコスタリカ全体で、リファラル・システムの改善、リモデリングが行われており、

そこに障害者へのリハビリテーションサービスが組み込まれた形である。この流れはWHOや

PAHOが掲げる世界的な潮流に沿ったものである。 
・他地域にプロジェクトの効果を普及するにあたって、関係者はプロジェクトにより新たな戦

略を学んだため、より効率的に組織だって対応することができるだろう。 
 



 

－216－ 

12．国家リハビリテーション・特殊教育審議会（CNREE）関係者との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月21日（月）9:30～10:45 
CNREE本部（サンホセ） 

出席者 （CNREE） Ms. Adriana Retana 事務局長 
 Mr. Rodrigo Jiménez 技術部長 

 Ms. Luis Diego Lobo 事務局アドバイザー 
 Mr. Marcos Gutiérrez ブルンカ支部長 
 Ms. Paula Arias プロジェクト・マネジャー 
（コトブルスCBR委員会） Mr. Miguel Cubero コトブルスバリアフリーネット

ワーク 
（労働省） Ms. Ana Lorena Chavez 労働省機会均等課 課長 
 Ms. Rosa Maria Quiros 労働省機会均等課 
（JICAコスタリカ支所） 一柳 直仁 支所長 
 柳原 麻紀子 企画調査員 
 張  朝英 技術協力 プロジェクト担当 
（調査団） 近藤 貴之 総括 / 団長 JICA人間開発部社

会保障課 課長 
 松井 亮輔 法政大学 名誉教授 
 奥平 真砂子 日本障害者リハビリテーション

協会 
 桑原 知広 JICA人間開発部 社会保障課 
 フランク・コロマ 通訳 
 濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
本終了時評価調査の目的説明がなされた後、以下のとおり協議がなされた。 

1．第1週の調査結果を踏まえた暫定評価説明 
・調査団側より以下のとおり暫定評価結果を説明 

（1）目標の達成状況 
成果1（連携） ほぼ達成 ①組織間連携が向上 

②組織間連携による情報共有は向上したが、連携ツ

ールは組織により活用状況に差がある。また、連携

ツールの目的に関する認識に齟齬あり。 
成果2（医療リハ） 達成 ①リファラルは改善、②新たに提供できるようにな

ったサービスの増加、③マニュアル開発（6種） 
成果3（就労機会） あまり達成され

たとはいえない 
①起業の求人に増加はみられず、②障害当事者によ

る起業の例がみられる。 
成果4（CBR） ほぼ達成 ①CBRローカル委員会の能力・機能向上 

②同委員会の規模・参加組織の変化 
成果5（エンパワーメン

ト） 
ほぼ達成 ①障害当事者による研修・講義の増加 

②当事者による権利擁護活動の増加 
③NGOネットワークは進展せず 
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プロジェクト目標 ほぼ達成 ①国家開発計画、障害政策の反映 

②連携ツールを用いた障害者登録の決定 
③リファラル・システム新基準の決定 

上位目標 ①（ブルンカ）

一部既に発現、

②（他地域）今

後一定の可能性

あり 

①ブルンカ地方のバリアフリー化 
②普及の国家政策レベルのコミットメント 

 
（2）評価5項目 
評価項目 結果 判断根拠 要因分析 
妥当性 高い ①コスタリカ側政策、②裨益者

ニーズ、③日本の政策のいずれ

も合致、④手段としての適切性

高い 

①実施途中でのプロジェクト・デザ

インの変更（医療リハ→インクルー

シブ開発） 

有効性 高い ①プロジェクト目標達成 
②成果のほとんどを達成 

①成果5（エンパワーメント）の追加

が他の成果を促進 
効率性 高い ①成果はほぼ達成 ①各種研修スキームの適確な活用 
インパク

ト 
正 の イ ン

パクト 
①上位目標1）は既に一部発現

②上位目標2）は3年度に達成の

見込み 

①国家計画への反映を可能としたプ

ロジェクト・デザインと実施中のデ

ザイン変更 
持続性 やや高い ①政策面の継続性の高さ 

②（ブルンカ地方）当事者の意

識変容と知識向上はプラス、関

係省庁の人材の定着等につい

ては不安要因あり 
③他地域への普及可能性高い 

①国家政策への反映（コミットメン

ト） 
②障害当事者及び関係者の意識変容

 
2．質疑応答・コメント 
・（コスタリカ側）改善策や提言はあるか？⇒（日本側）残りの1週間の調査を踏まえ提言を出

したい。 
・（調査団側）他の類似案件に比べても各成果が高く評価されている。ここまで来たのはコスタ

リカ側関係者の努力と日本側専門家及び関係機関の努力の結果である。 
・（コスタリカ側）高い評価で安心した。全項目で完璧な評価を得るのは難しいと理解している。

本プロジェクトは多数のアクターがかかわっていることもあり、連携が高く評価されたこと

は嬉しく思う。 
・（コスタリカ側）政権交代後2年ほどしか経っていないが、新政権にも本プロジェクトをよく

理解してもらえるようになった。前政権時代より、障害者支援に対する政府理解は更に向上

している。労働副大臣もCNREE理事会メンバーの1人である。CNREE事務局長として今後最

も力を入れるべきポイントは成果3の就労機会増大であると認識しているが、労働副大臣の障

害者支援に対する理解が深いことから、今後就労に関し変化をもたらすことが可能であると

考える。 
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・（コスタリカ側）今後は特に就労が重要なポイントとなる。障害当事者の依存心を取り除くべ

きとの声もあり、当事者の教育と社会参加を促進するための環境づくりが大切である。今後、

労働省に動いてもらうため、CNREEとしてもイニシアティブをもって指導・調整を行いたい。 
・（調査団側）労働副大臣にはこれから話を聞く予定。特に、①これまで就労機会増大が進まな

かった理由、②今後どう進めていくのか、について聞く予定である。労働問題は貧困との関

連が深いが、なかなか結果につながらないのは各国共通の課題である。しかし協力できると

ころはしていきたい気持ちが強い。これまでかかわった就労関係者もその気持ちは強いと思

う。 
・（コスタリカ側）これまで政策のなかで貧困対策・プログラムに障害者支援対策が含まれてい

なかった。「障害者のため」と明文化していないと、そこまで行き着かない。明文化と予算確

保のために、これからも働きかけを続けるつもりである。 
・（調査団側）より重度な障害者の就労促進を考えるとよい。重度な障害者にしかできない仕事

もある。例えば、他の障害者をエンパワーする、ロールモデルとしていきいきと生きる生き

ざまを見せる、などである。これが実現することにより、コスタリカの障害者もより元気に

なるのではないか。そのためにも、日本の障害者がコスタリカに来て支援したいと思う。 
・（コスタリカ側）CNREEもその点は念頭に置いている。重度な障害者のために何ができるかを

考えて動かしているので安心してほしい。 
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13．国家リハビリテーション・特殊教育審議会（CNREE）事務局長との面談 

 
日 時 
場 所 

2011年11月21日（月）10:55～11:30 
CNREE本部（サンホセ） 

出席者 Ms. Adriana Retana CNREE事務局長 
フランク・コロマ 通訳 
濱田 真由美 （財）国際開発高等教育機構 

 
1．CNREEの位置づけと機能 
・CNREEは1973年に厚生省の下で設立された。当時は障害者への的確なサービス提供を目的と

していたが、その後リハビリテーションサービス中心にシフトした。この頃、障害者支援サ

ービスはCNREEのみが行っていた。 
・1996年に機会均等を定める法令7600が施行された際、障害分野を監督する組織が必要となっ

た。新たな監督機関が設立されるものと思われたが設立されないままとなっていた。 
・このためCNREEが政府の法律顧問グループ（政府職員）に相談したところ、「CNREEがその

役割を果たすことになる。CNREEは予算上厚生省の下にあるが、その活動は大統領府の一部

と考えてほしい。その役割は各省庁と同レベルとなる」との回答を得た（ただし明文化はさ

れていない）。 
・CNREEがこれに沿って機能するようになったのは、3年前頃からである。3年間で多くの関連

省庁を訪問し意識改革を図り、CNREEの役割につき理解を得たうえで連携の協定やコミット

メントを取り付けた。 
 

2．関連省庁との連携 
・3年前（2008年5月頃）から政府と行政への売り込みが必要と考えていたが、その方法論を教

えてくれたのは本プロジェクトの日本研修（障害政策管理）だった。その後、CNREEの活動

分野にかかわりのある全省庁の大臣・副大臣、及び国会議員等を何度も訪問し、障害者支援

の重要性とCNREEの位置づけにつき意識改革を進めた。 
・訪問開始当初は、大臣・副大臣レベルへのアポ取り付けは困難な状況であったため、1年目は

事務局長がまず顧問との面談を行い、一定の理解と関係を築いてから部長クラスへ、と一歩

一歩より責任あるポストとの面会を可能にしていき、大臣まで面会できるようになった。そ

の後は先方に同列意識をもたせるため、大臣・副大臣クラスは事務局長が、顧問が対応する

場合はCNREEからも顧問を送るなど、戦略的に関係性を構築してきた。その結果、今では各

省庁から同列の組織として認識され、これが定着している。 
・CNREEの理事会では現在、活動分野に関連する全省庁が名を連ねている。各理事会メンバー

はそれぞれの省庁で決定権をもつポストの人物であり、同時に多くが本プロジェクトの中央

委員会メンバーとなっている。理事会メンバーの所属先は大統領府、厚生省、社会保障公庫、

職業訓練センター、教育省（ここまでは中央委員会メンバー兼務）、スポーツ省女性保護組織、

鉄道公社、交通省等。 
 



 

－220－ 

3．政策策定プロセス 
・障害政策案の策定はCNREEが行っている。 
・策定プロセスとしては、 
 各省の政策との整合性を確保するため、これらの政策を把握している経済企画省とともに

計画書を作成する。 
 次に、理事会メンバーに案を見せて承認を得る。 
 大統領府の政府顧問が問題ないことを確認する。 
 経済企画省の名で政策案が出る（CNREEには提出権なし）。 
 関連省庁に持参して説明して回り、承認を求める。 
 大統領府から関係省庁に文書が送られ、各省で署名される。 
 国家政策として発表される。 

・従来の政策は大統領の署名のみであったため、拘束力が弱かった（大統領が各省庁に守るよ

う依頼する形）。新たな法律は大統領に加え各大臣が署名することから、法令と同じ拘束力が

ある（各大臣が守ることをコミットする形）。 
 

 



 

 

４．質問票及び同調査結果 
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質問票および同調査結果 

 

 本調査では、1）JICA 専門家、2）カウンターパート機関である CNREE、3）医療リハビリ

テーション関係者、4）労働省関係者、5）地方委員会メンバーに対し質問票調査を実施し

た。1）、3）、5）については各人より回答を、2）及び 4）については組織として一つに取り

纏めた回答を得た。さらに、インタビュー調査の実施できなかった CBR ローカル委員会に

ついては、電話にてインタビューを行った。これらの結果の内、地方委員会メンバーから

の回答を以下に記す。なお、これらの回答者は、地方委員会へのグループ・インタビュー

相手先の一部をなしている。 

 

地方委員会メンバーへの質問票調査結果 

 

（1） 本プロジェクトによる研修実施や連携ツールの開発によって、プロジェクト開始前に比べ、ブル

ンカ地方における組織間・セクター間の調整と情報共有機能はどの程度強化されたと思いま

すか？プロジェクトで開発した連携ツールを使用するコミュニティや組織等の数も踏まえ、ご回

答下さい。また、課題がある場合は、どのような改善策が有益でしょうか？ 

 

□大幅に増えた 3 名 

□やや増えた                1 名 

□あまり増えていない                 1 名 

□全く増えていない                 0 名 

□その他                     1 名 

 

理由・課題・改善方法 

・非常に良くなっている。それぞれの人たちは専門分野内で適切に対応し、コミットメントと責任を

果たしている。 

・連携ツールの活用によって、コミュニティはニーズを提示した 

・関係機関がネットワークを作ったから。 

・更新されるデータベースがあるから。 

・当事者に社会性を持たせるため。 

・コミュニティがニーズを訴えた結果調整が増えてきた、これらのニーズは総合的かつ組織間調整

の元で対応されるようになった。これによって地方委員会の強化が必要になった。 

・仕事の上では連携ツールを利用しません、あまり知りません。 

・プロジェクトの前はこの様な人たちを共同で対応に当たることが無かった、すべてが別々に行わ

れていた。 
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・IMAS は、連携ツールを調整のツールとして活用していない、これは組織の中に独自のツール

があるからであり、これによって貧困・脆弱な家族を選定・評価するためのものである。 

・総合的に見れば、（連携ツールなしで）連携は強化されている、これは同じ目的を持つようにな

り、フォローをしたからである。 

 

（2） CBR地域委員会の活動や、CBR関連の研修・巡回指導の実施によって、ブルンカ地方における

CBR 戦略はどの程度促進されたと思いますか？課題解決や今後のさらなる改善のためにどの

ような対策が必要でしょうか？ 

 

□計画通り促進 3 名 

□ほぼ計画通り促進 2 名 

□やや遅れがあるが終了時迄に促進の見通し 0 名 

□未達成で促進の見通しも無い 0 名 

□その他 1 名 

 

理由・課題・改善方法 

・連携ツールは、障害に関わる機関に対して非常に重要である。同じ情報を皆が維持するための

良い戦略だと思う。  

・実施された研修、ワークショップ、セミナーなどによって。 

・計画通り促進されている、しかしこれからも CBR を促進し続ける必要がある、もっと意識の変化に

努める必要がある。 

・地方委員会には報告するための十分な理事会メンバーがおり、中央員会は私たちに何をすれ

ばよいかを決める権限を勝手に持った。 

・CBR 戦略を維持していくためには具体的にプロセスのフローと組織間連携を担当する組織が必

要である。 

 

（3）PDM で設定されている上位目標（①ブルンカ地方で ICF に基づいた『活動と参加』の項目が向

上した障害者数が増える、②ブルンカ地方以外で、プロジェクトが確立した活動から生まれた

成果が発現している地域が確認される）は、2015 年 3 月迄に達成可能ですか？ 達成困難な

場合、どのような対策が必要でしょうか？ 

 

□目標どおりに達成できる           1 名 

□ほぼ達成できる                0 名 

□達成は難しい                 2 名 



 －223－

□達成は不可能である                  0 名 

□その他                           3 名 

 

理由 

・CNREE と他の地方の強いコミットメントが必要である。また、ブルンカ地方の経験の体系化が必

要である。 

・わからない 

・現状と作業方法が複雑なため、それぞれの地域の事前の現状調査が必要である。 

・ほとんどがゼロからスタートした、社会に出て自分らの権利と価値を主張するようになった。 

・該当しない 

 

（4） プロジェクトによる直接的かつ期待された効果（「成果」、「プロジェクト目標」「上位目標」）以外

に、本プロジェクトがもたらした正負のインパクトが何かありましたか？ 

 

[正] 

・KALOIE プロジェクトの投入によって障害者当事者に大きなプラスな変化が見られる。  

・勿論ある。障害者当事者の社会的位置づけが明確になり、関係組織も参加するようになった。こ

れらすべてがプロジェクトの持続性を可能にしてきている。しかし、より大きなインパクトと位置づ

けとを可能にするためには、もっと強いコミットメントが必要である。 

・ポジティブにある。  

・非常にポジティブなことである、当事者はエンパワーメントされたと感じており、社会も彼らに権利

があることを認めている。 

[負] 

・開始時のネガティブなインパクトは、リハビリ重視の過保護なアプローチであった。 

 

（5） プロジェクト終了後も、関係機関の連携は維持又は改善されると思いますか？困難が予想され

る場合、どうしたら連携の継続が見込めると思いますか？ 

 

□強く思う                     1 名 

□やや思う                   3 名 

□あまり思わない                        1 名 

□全く思わない                         0 名 

□その他                            1 名 
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理由・意見 

・機関間および NGO など調整を維持していくためには具体的に組織間連携を担当するマネジャーの

ような存在が必要である。 

・地方委員会のメンバーである関係組織は今まで以上のコミットメントが必要になり、審議会に対

する調整の責任の向上が求められる。  

・7 月のセミナーでは続けると皆が約束した、そのため続かない場合は信頼の置けない人である。 

・それぞれの組織の優先順位の差によって難しくなる可能性があるにしても維持されると思う。地

方員会メンバーの個別のコミットメントによって調整は継続されるだろう。フォローするための組

織が必要である。 

 

（6）開発された連携ツールが今後も対象地域内で使われていく可能性は高いと思いますか？困難

が予想される場合はどうしたら活用可能性を向上できますか？ 

 

□強く思う                            0 名 

□やや思う                          1 名 

□あまり思わない                       2 名 

□全く思わない                        0 名 

□その他                           3 名 

 

理由・内容 

・これは社会保険公庫が管轄である（2 名）。 

・機関には現存のフォームがある。 

・特定のことにしか機能しないからである。 

・このツールは機能するものであり、特に保健医療関係組織の役に立つ、しかし IMAS には役に

立たない。  

 

（7）本プロジェクトの研修を受講した関係者の知識が、今後も定着・向上していく可能性は高いと思

いますか？対象者の所属先・セクター等により相違があれば、その点も含めご回答下さい。また、

今後一層、関係者の知識・技術・意識が高まる（または維持される）ためには、どのような対応が必

要ですか？ 

 

□強く思う                      2 名 

□やや思う                          1 名 

□あまり思わない                       1 名 

□全く思わない                        0 名 

□その他                           2 名 
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理由・意見 

・専門家は優れた講師であったため、プロジェクトが終わって日本へ帰っても引き続き関係を持っ

てほしい。 

・研修をもっと実施する必要がある、これは障害者に対する意識の変化と位置づけを促すためで

ある。又関係組織間の調整とコミュニティへの反映が必要である。 

・適切なフォローを行い、成果をモニタリングしなくてはならないから。 

・研修を受けた当事者の能力と知識の向上は確認できる。組織レベルでは研修を受ける機会の

差が生じた。しかしこの分野の意識の変化に関わる成果は非常に大切である。 

 

（8）上記以外に、プロジェクト終了後もプロジェクトの効果継続に対する貢献要因・阻害要因はあり

ますか？ 

 

貢献要因： 

 ・メンバーのコミットメント、プロジェクトとの理解と参加 

阻害要因： 

・調整を行う人が残らない場合。 

・プロジェクト終了後にコミュニティの意欲が無くなること。 

・予算不足 

・JICA がいなくなった後の組織的なプロジェクト構造が必要である。 

・プロジェクトを動かすための物理的なスペース（事務所）が必要である。 

・政治的なコミットメント 

・企業家としての姿勢を見せない人の存在。 

・プロジェクトの終了後、どのように継続するのかは明確でない。 

 

（9）その他 （その他ご意見等がありましたらご自由にお書きください。） 

 

・プロジェクトのより良い成果を達成するのに阻害要因となったのは、地方員会のメンバーでありな

がらコミットメントが無く、委員会に出てこない組織があったこと。 

・プロジェクトは続ける必要がある。しかしながら専属の人をつけて調整と普及を図る必要がある。 

 



 

 

５．連携ツール 

－226－

連携ツール 
 

 プロジェクトが成果 1 の活動の一部として開発した「連携ツール」のフォーマットの一

部を以下に引用する。以下のフォームは実際にはスペイン語で使用され、４頁で構成され

ている。 

 
（以下、省略） 
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